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平成30年６月 第２回佐々町議会定例会 会議録 （１日目） 

１． 招集年月日 平成30年６月19日（火曜日） 午前10時00分 

２． 場 所 佐々町役場 ３階 議場 

３． 開 議 平成30年６月19日（火曜日） 午前10時00分 

４． 出席議員（10名） 

議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

１ 永 安 文 男 君 ２ 浜 野  亘 君 ３ 永 田 勝 美 君 

４ 長 谷 川 忠 君 ５ 阿 部  豊 君 ６ 橋 本 義 雄 君 

７ 平 田 康 範 君 ８ 須 藤 敏 規 君 ９ 川 副 善 敬 君 

10 淡 田 邦 夫 君     

５． 欠席議員（なし） 

６． 法第121条による説明のための出席者職氏名 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 職  名 氏  名 

町 長 古 庄  剛 君 副 町 長 大 瀬 忠 昭 君 教 育 長 黒 川 雅 孝 君 

総 務 理 事 迎 雄 一 朗 君 事 業 理 事 川 内 野 勉 君 総 務 課 長 中 村 義 治 君 

企画財政課長 今 道 晋 次 君 住民福祉課長 大 平 弘 明 君 税 務 課 長 内 田 明 文 君 

保険環境課長 藤 永 大 治 君 会 計 管 理 者 川 崎 順 二 君 建 設 課 長 山 本 勝 憲 君 

水 道 課 長 橋 川 貴 月 君 産業経済課長 藤 永 尊 生 君 農業委員会事務局長 金 子  剛 君 

教 育 次 長 水 本 淳 一 君     

７． 職務のための出席者職氏名 

職  名 氏   名 職  名 氏   名 

議会事務局長 松 本 孝 雄 君 議会事務局長補佐 松 本 典 子 君 

８． 本日の会議に付した案件 

開会 

日程第1 会議録署名議員の指名 

日程第2 会期の決定 

日程第3 諸般の報告 

１ 議長出席会議報告 

(1) 西九州北部地域市町議会協議会 第7回会議 
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(2) 平成30年度町村議会議長・副議長研修会 

 

２ 議員派遣結果 

(1) 伊万里・平戸・松浦市議会・佐々町議会西九州自動車道建設促進協議会理事会 

 

日程第4 町長報告 

(1) 報告第 1 号 

平成29年度繰越明許費繰越計算書（一般会計・公共下水道事業特別会計） 

(2) 報告第 2 号 

平成29年度佐々町水道事業会計予算繰越計算書 

(3) 西九州自動車道の4車線化について 

 

   日程第5 委員会報告 

    １ 議会運営委員会 

(1)所管事務調査 

      ①議会運営に関する事項について 

②議長の諮問に関する事項について 

 

    ２ 総務厚生委員会 

(1)所管事務調査 

①条例等について 

②国保制度について 

③し尿・ごみ処理について 

④未利用町有地活用について 

⑤西九州北部地域連携中枢都市圏について 

⑥財政計画について 

    

   ３ 産業建設文教委員会 

(1)所管事務調査 

①まちづくりについて 

②上下水道事業について 

③事業の進捗状況調査について 

④観光・商工について 

⑤条例等について 

 

   日程第6 一般質問 

(1) ７番 平田 康範 議員 

(2) ９番 川副 善敬 議員 

(3) ５番 阿部 豊   議員 

(4) ８番 須藤 敏規 議員 

 

９．審議の経過 

   （10時00分  開会） 

 

― 開会 ― 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 おはようございます。 

 きのう７時58分に大阪市において震度６弱の地震が発生し、４人の方が亡くなられ、300人

を超す負傷者が出ました。被災地、被災者の方へお見舞いを申し上げますとともに、佐々町に

おいてもこれから大雨台風もかさなり備えも大丈夫か、改めて気を引き締めていきたいと思っ

ております。 

 ただ今から平成30年６月第２回佐々町議会定例会を開会します。 

開会にあたりまして、町長より挨拶をいただきます。 

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 皆さんおはようございます。先ほど議長からもお話がありましたように、昨日大阪で震度

６弱という地震が起こりまして、３人の犠牲者、４人ですかね、犠牲者が出ているということ

で我々も大変危惧しているわけでございます。災害についてはいつどこで起こるのかっていう

のがなかなか今難しい時期にきているわけございますけど、我々もですね、日ごろから備えて

やっていかなければならないと考えておりますのでよろしくお願い申し上げたいと思っており

ます。 

本日から19日に議会、６月の定例会ということで召集をさせていただきました。11の案件に

つきまして御審議をいただくわけでございます。どうぞ皆様方におかれましては、よく議案を

吟味されまして、全議案について議決をいただきますように心からお願い申し上げまして、簡

単ではございますけど、開会にあたりましての御挨拶にかえさせていただきます。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

― 開議 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    日程第１、会議録署名議員の指名をおこないます。本日の――― 

    すみません。本日の出席議員は全員出席です。 

これから本日の会議を開きます。 

 

― 日程第１ 会議録署名議員の指名 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    日程第１、会議録署名議員の指名をおこないます。本日の会議録署名議員は、会議規則の規

定により、５番阿部豊君、６番橋本義雄君を指名します。 

 

― 日程第２ 会期の決定 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    日程第２、会期の決定を行います。６月本定例会の会期については、先にお配りいたしまし

た日程表のとおり、６月19日本日から６月21日までの３日間にしたいと思います。日程の内容

については順をおって説明を行います。 

    ６月19日、本会議の１日目は、まず諸般の報告を行います。１番目に、議長出席会議報告

２件。２番目に、議員派遣結果１件の報告を私から行います。次に町長報告ですが、３件の報
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告を町長からお願いします。次に委員会報告です。１番目に、議会運営委員会所管事務調査。

２番目に、総務厚生委員会所管事務調査。３番目に、産業建設文教委員会所管事務調査の報告

をそれぞれ委員長からお願いいたします。次に一般質問です。別紙通告書一覧表のとおり、

８名の方のうち４名の方から質問です。１日目は一般質問終了後散会となります。 

    次に、６月20日、本会議の２日目です。１日目に引き続き一般質問からです。別紙通告書一

覧表のとおり、４名の方から質問です。次に、議案審議です。議案第35号から議案第38号まで

の４議案です。上程順位については議案番号順の上程を予定しています。審議終了後、散会と

なります。 

    ６月21日、本会議の３日目です。２日目に引き続き議案審議からです。議案第39号から議案

第45号までの７議案。続きまして、請願１件。発議１件の閉会中の所管事務調査を予定してい

ます。その後散会の予定です。 

    なお、日程については、議事の進行により、時間の延長もあろうかと思いますが、あらかじ

め御了承いただきたいと思います。 

    以上のような手順で進めたいと思います。 

本会議は６月19日、20日、21日です。 

    お諮りします。本定例会の会期は６月19日本日から６月21日までの３日間に決定することに

異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、６月19日本日から６月21日までの

３日間に決定しました。日程表にしたがって議事を進めていきます。 

 

― 日程第３ 諸般の報告 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    日程第３、諸般の報告に入ります。まず、議長出席会議報告の２件を私から行います。資料

の１ページです。 

    １番目は、西九州北部地域市町議会協議会第７回会議が、平成30年５月23日に佐世保市議会

副議長応接室において開催され、正副議長が参加しています。西九州自動車道の整備促進につ

いて平成29年度の整備状況、平成30年度の事業計画及び予算確認、伊万里・平戸・松浦市議

会・佐々町議会、西九州自動車道建設促進協議会の要望活動概要説明を受け、意見交換を行っ

ております。なお、佐世保市議会議長から伊万里・平戸・松浦市議会・佐々町議会西九州自動

車道建設促進協議会に佐世保市市議会が加入することが可能かどうかについて同協議会での検

討について依頼されております。 

    次に、資料の２ページです。２番目は平成30年度町村議会議長・副議長研修会が、平成30年

度５月28日東京国際フォーラムＡホールにおいて開催され、正副議長が参加しています。平成

30年の研修として、これからの町村議会に考えるとし、基調講演ならびに町村議会特別表彰

３者の講演を受けております。 

    次に、議員派遣結果を報告します。平成30年４月25日に伊万里市議会執行部控室において、

伊万里・平戸・松浦市議会・佐々町議会西九州自動車道建設促進協議会理事会が開催され、産

業建設文教委員長、副委員長が出席しております。 

    今、報告いたしました議長出席会議報告２件ならびに議員派遣結果１件の関係資料は、議員

控室に置いてますので、御参照いただきたいと思います。 

    以上で、日程第３、諸般の報告の議会関係の報告を終わります。 
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― 日程第４ 町長報告 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    次に、日程第４、町長報告に入ります。 

    ３件の報告を町長からお願いいたします。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    それでは、町長報告をさせていただきたいと思います。１番の報告第１号、報告第２号を朗

読させていただいて、中身につきましては、あともって企画財政課長のほうから説明をさせた

いと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

    それでは、報告第１号、地方自治法施行令第146条第２項の規定による繰越明許費繰越計算

書について別紙のとおり報告する。平成30年６月19日提出、佐々町長。記、平成29年度佐々町

一般会計予算繰越明許費繰越計算書、平成29年度佐々町公共下水道事業特別会計予算繰越明許

費繰越計算書。 

それから、報告第２号、地方公営企業法第26条第３項の規定による繰越計算書について、別

紙のとおり報告する。平成30年６月19日提出、佐々町長。記、平成29年度佐々町水道事業会計

予算繰越計算書。いずれも中身につきましては、あともって、企画財政課長から説明をさせま

す。 

次に、報告第３号でございます。西九州自動車道の４車線化についてでございます。これに

つきましては、みなさんも御承知のとおり、佐々インターから佐世保大塔インター間において、

１日あたりの基準を大幅に超える交通量があるということに加え、他の区間との比較し、交通

渋滞の発生割合が非常に高いことから、高速定時性、安全性の確保が大きな課題となっており

ました。そこで、長崎県それから佐世保市、本町が一体となって、平成29年８月１日に、アル

カス佐世保で行われた、西九州自動車道４車線化促進大会を皮切りに、国、ＮＥＸＣＯ西日本

大阪本社九州支店、関係国会議員への要望活動を行ってまいりました。そうした中、平成30年

３月30日に国が、西九州自動車道佐々インターチェンジから佐世保大塔インターチェンジ４車

線化事業認可を行いまして、ＮＥＸＣＯ西日本が有料事業による４車線化を行うこととなりま

した。 

そして、４月16日には、ＮＥＸＣＯ西日本九州支社の佐世保工事事務所が佐世保市本島町に

開設されております。事業の概要としましては、延長が16.9キロメートル。総事業費約890億

円となっており、2024年、平成36年から順次供用を開始し、2027年度、平成39年に全線供用開

始を目指しているわけでございます。 

なお、佐々インターチェンジから佐世保大塔インターチェンジ間の通行料金は４車線化にと

もない、普通車で現行の150円が370円となり、また佐々インターチェンジから佐世保中央イン

ターチェンジまでは、現行通り無料のままの予定となっておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

以上、町長報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    はい、企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君） 

    すみません、報告１号の繰越計算書のほうを１枚めくっていただければと思います。 
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    平成29年度佐々町繰越明許費繰越計算書、３款民生費２項児童福祉費、事業名幼保連携   

型認定こども園施設整備事業。金額２億3,092万6,000円、翌年度繰越額同額です。財源内訳で

すけれども、未収入特定財源国県支出金１億2,299万円、一般財源１億793万6,000円。この事

業につきましては現在補助の精算手続きを進めているところでございます。 

６款農林水産業費１項農業費、事業名県営ため池整備事業。金額160万円、翌年度繰越額同

額です。未収入特定財源地方債140万、その他20万です。これにつきましては、６月中の入札、

また12月完了という形で今事務作業が県のほうで進められているところでございます。 

それから、８款土木費２項道路橋梁費、事業名道路新設改良事業。金額1,238万5,000円、翌

年度繰越額同額です。未収入特定財源、その他130万、一般財源1,108万5,000円です。この事

業につきましては、７月完成予定ということで作業が進められているところでございます。 

それから、８款土木費３項河川費、事業名河川改良事業。金額1,744万5,000円。翌年度繰越

額1,634万5,000円。財源は一般財源、同額でございます。河川改良事業につきましては、志方

川支流の平原地区、中川原地区の排水路、ともに５月に完了をしているところでございます。 

それから、８款土木費５項都市計画費、事業名都市再生整備計画事業。金額3,500万円、翌

年度繰越額同額です。未収入特定財源、国県支出金1,170万円、一般財源2,330万円。この都市

再生整備事業につきましてはもう契約済みでございまして、今年の12月の工期になっており、

そういったところで作業が進んでいるところでございます。 

９款消防費１項消防費、事業名消火栓改良事業。金額178万2,000円。翌年度繰越額同額です。

財源内訳は一般財源ということになっております。これにつきましても７月完了予定で作業が

進んでいるところでございます。 

11款災害復旧費２項農林水産施設災害復旧費、事業名29年災農地災害復旧事業。金額250万

円、翌年度繰越額115万5,600円。未収入特定財源108万7,419円、すみません、国県支出金108

万7,419円、その他５万1,581円、一般財源１万6,600円。この農地災害復旧事業につきまして

は、５月に完成をしているところでございます。 

11款災害復旧費２項農林水産施設災害復旧費、事業名29年災農業用施設災害復旧事業。金額

3,060万円、翌年度繰越額2,062万1,000円。未収入特定財源国県支出金1,281万2,664円。一般

財源780万8,336円。これにつきましては、もう既に契約はしておりますけれども、来年の２月

末の完成を見込んで進めているところでございます。 

計、金額３億3,223万8,000円、翌年度繰越額３億1,981万4,600円。未収入特定財源国県支出

金１億4,859万83円、地方債140万円、その他155万1,581円、一般財源１億6,827万2,936円でご

ざいます。 

その下の表ですけれども、会計名公共下水道事業特別会計でございます。２款建設費１項建

設費、事業名小浦地区排水対策事業（小浦ポンプ場長寿命化改築工事委託）でございます。金

額１億円、翌年度繰越額同額です。未収入特定財源、国県支出金5,000万円、地方債4,500万円、

一般財源500万円。合計それぞれ同額でございます。これにつきましても６月中の契約、また

来年の２月完成を見越して作業を進めているところでございます。 

以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    水道課長。 

 

水道課長（橋川 貴月 君） 

    すみません、報告第２号を御覧ください。１枚めくっていただきまして、平成29年度佐々町

水道事業会計予算繰越計算書。地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

です。 
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    １款資本的支出１項建設改良費、事業名施設改良事業（道路改良工事負担金）。予算計上額

130万円、翌年度繰越額同額です。左のうち財源も同額です。この事業につきましては、建設

課が、平成28年度に野寄線の配水管改良工事をした際に、仮舗装止め等をしておりました。で、

翌年度29年度に建設課が建設した箇所を道路改良工事を行うということでしたので、経費の節

減と住民への負担軽減がはかれるよう、建設課のほうへ負担金を支払うものです。 

    次です。１款資本的支出１項建設改良費、施設改良事業（新町地区配水管改良工事）。予算

計上額1,400万円、翌年度繰越額1,400万円。左のうち財源178万2,000円、損益勘定留保資金等

1,221万8,000円。この事業と引き続きその下の同じように、四ツ井樋地区配水管改良工事、括

弧書きがありますけれども、この分につきましては、工事時期の発注時期を調整したために、

行った繰越でございます。金額としましては、四ツ井樋地区配水管改良工事につきましては、

予算計上額900万円、翌年度繰越額同額です。左のうち財源も同額となっております。 

    以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    はい、報告第１、報告第２、西九州自動車道の４車線化について報告をいただきました。 

    これに対して、質疑を行います。 

    はい、質疑もないようです。 

    町長報告をこれにて終わります。 

    以上で日程第４、町長報告を終わります。 

 

― 日程第５ 委員会報告 ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    日程第５、委員会報告に入ります。まず、議会運営委員会の所管事務調査の報告を委員長か

らお願いいたします。 

    １番。 

 

    （議会運営委員長 永安 文男君 登壇） 

 

議会運営委員長（永安 文男 君） 

    それでは、議会運営委員会の所管事務調査の報告をいたします。招集年月日は、平成30年

５月18日金曜日午前10時から、場所は佐々町役場３階第２会議室。出席議員は、５名全員出席

です。 

    調査案件は、１つ、議会の運営に関する事項について。１、議場（委員会含む）へのタブレ

ット等の持ち込み利用について。２つ、９月定例会日程について。３つ、佐々町議会議員申し

合わせ事項について。２つとして、議長の諮問に関する事項について。１つ、議員年金制度の

復活と公的年金制度の改定について。２つ、小値賀町議会との合同研修および佐々町議会とし

ての研修について。３つ目、子ども議会の開催について。４つ目、平成30年度議会研修につい

て（時期、テーマ、場所等）。それから３つ目でその他ということで協議を行っております。 

    内容につきましては、１つ目の議会の運営に関する事項については、まず議場へのタブレッ

ト等の持ち込み利用については、県内８町の現状調査結果の資料説明を受けて協議を行い、今

後どのように進めていくかは、研修等を行って具体的な研究をする必要があるということ。 

それから、以前から協議中の決算審査に関係する９月定例会の日程では、県内８町の現状調

査結果の報告を受けて協議を行い、スケジュールや技術的な問題と全員で協議する必要がある

ということ。それから議会議員申し合わせ事項については、正・副議長、監査委員の任期を
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２年とすること等の整理でございます。 

２つ目の議長の諮問に関する事項の議員年金制度関係の案件。小値賀町議会との合同研修及

び佐々町議会としての研修の件。それから、子ども議会の開催の件。平成30年度議会研修全体

研修の件について、今後どのように進めていくかの協議を行いました。 

そうした中で、これら７件につきましては、議員全員の共有した認識の中で協議する必要が

あると判断されますので、全員協議会の案件としての取扱いにするということといたしました。 

それから、３番のその他につきましては、一般質問の通告書の締め切りについて、委員から

要望提案がありまして、議会運営委員会開催の土曜日日曜日を除いた３日前にするということ

で議会事務局にその旨の取扱いをお願いいたしたところでございます。 

以上、概要を申し上げましたが、協議内容につきましては、議会運営委員会報告書を御一読

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上で報告を終わります。 

 

（議会運営委員長 永安 文男君 降壇） 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    次に、総務厚生委員会の所管事務調査の報告を委員長からお願いいたします。 

    ５番。 

 

    （総務厚生委員長 阿部 豊君 登壇） 

 

総務厚生委員長（阿部 豊 君） 

    総務厚生委員会の閉会中の所管事務調査を５月15日、５月23日の２日間行いましたので、開

催ごとに、概要について報告をいたします。 

    ５月15日、出席委員は全員５名出席です。 

    項目としましては、条例等について、国保制度についての２項目について調査をいたしてお

ります。 

    条例等について。佐々町税条例の一部を改正する条例について。佐々町指定地域密着型介護

老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例等の一部を改正する条例について。佐々町

特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について。佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

    以上４件の条例改正についての調査を行っております。いずれのこの４件とも専決事項とい

うことで、交付日および施行日の関係で専決案件となった旨の説明を受けております。議員各

員において確認事項意見等ありましたが、この場での報告は割愛させていただきます。案件に

ついては、今回上程されております議案35号から38号ということで調査をし、見識を深め、議

会に挑むということで調査をした次第でございます。 

    ２項目目、国保制度について。佐々町国民健康保険一部負担金に関する免除等取扱要綱につ

いてということで、調査を研究させていただいております。 

    執行のほうからの説明としましては、国民健康保険法第44条の規定による一部負担金の免除

等に関する取扱要綱を策定し、４月から施行しているということで、概要としましては、一部

負担金の免除等に関する要綱については、本町は未策定でありましたが、平成30年度から国保

の都道府県化に伴い、長崎県内ではすべての市町が策定するということで、平成29年度策定し、

３月31日に公布したということでございました。委員の確認事項としまして、一部負担金所得

変動が生じてくるが一度の申請で期間的には如何になるのかと。また、病院は他県でも対応可

能なのか。また、一部負担金と税の関連はいかに。また、身体的起因、資産に重大な損害、審
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査基準はいかになるのか。 

    以上のポイント等について確認をしております。 

    続きまして、その他報告として、不納欠損処分についての報告を受けております。 

    続きまして、５月23日、５項目の調査をいたしております。条例等について、し尿・ごみ処

理について、未利用町有地活用について、西九州北部地域連携中枢都市圏について、財政計画

についての以上５項目でございます。 

    項目ごとに報告をいたします。条例等について。佐々町林業開発促進資金貸付条例および

佐々町林業開発促進資金融資損失補償条例の一部を改正する条例について。佐々町税条例等の

一部を改正する条例について。佐々町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例に

ついて。佐々町放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正にする条例についてでございます。 

    以上４件について、条例等について、今回上程されております、議案第39号から42号までの

４件でございますが、見識を深め、議会に挑むということで、調査研究を行っております。   

詳細については、この場での報告は割愛させていただきます。 

    ２項目目、し尿・ごみ処理について。佐々町が抱える大きな課題ということで、今回し尿処

理についての調査研究をさせていただいております。町長のほうから、し尿等前処理施設整備

に係る政策方針については、確認をさせていただいておりますが、担当課のほうからし尿等前

処理施設整備に向けた検討スケジュール、平成30年４月以降ということで説明を受けておりま

す。 

    委員の確認事項として、循環型施設の検討の余地はないのか。また、４月初めの地元説明、

地元としての特段の意見はなかったのか。また、広域推進総合事業の中で検討し、合致するの

かの回答は得ていないとのことであるが、数値基準等クリアしているのか。スケジュール提示

で、予算が伴うものもあると、地元の意向が重要と感じるが感触はいかに等々の確認をされて

おります。 

    また、意見としまして、生活環境整備のために必要な事業について、地元了解を得ることが

第一であると、このスケジュールがはじめから計画通りは厳しいと感じるが、その上で努力を

し、理解を得て一つずつ進めていく、誠意をもって対応する、大変だと推察するが努力し頑張

っていただきたい等々の御意見がありました。継続調査案件としております。 

    ３項目目、未利用町有地活用について。公有財産利活用案についての中間報告を受けており

ます。平成29年度指摘を受け整理を進めている状況であると。調整する項目等もあり、庁内で

のすりあわせというところまで進んでいないが、本日は中間報告ということでの説明を受けて

おります。委員のほうから、中間報告ということで、庁内会議もいまだ終わっていない状況、

最終的にいつまでになされるのか等の、また、目的をはっきりし、まずは処分の基準を定める

べきではとの意見もあり。もう一つ意見としまして、現在差し迫って大事な跡地利用は旧診療

所、旧第一保育所、旧里公民館、旧幼稚園跡地と考えると、この取扱いは慎重にしていただき

たい等々の御意見があっております。継続調査案件としております。 

    ４項目目、西九州北部地域連携中枢都市圏についてということで、西九州佐世保広域連携都

市圏の協議状況、平成30年４月25日現在ということで説明を受けております。個別事業の個表

については、佐世保市から６月に提示をされるということで、６月議会の説明を予定している

ということでございました。状況的に個別事業の個表等の提示ができないということで、継続

調査としております。 

    ５項目目、財政計画についてです。事業10か年計画案と財政収支見通しについて企画財政課

のほうから説明を受けております。事業計画と分野統合コストの比較、佐々町平成30年度予算

というような資料で説明を受けております。確認事項としまして、事業の熟度が足りないとい

うことであるが、３年から５年の間どのように進むのか。課長会なりを経て、決定事項的な提
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示をいただかないと判断をしかねると。また、ここに記載がないものはやらないということな

のか等々の確認をされております。 

    意見としまして、事業実施目標決定事項に関し判断したいと考えているので、町長方針をは

っきりして示していただきたい旨の意見があっております。所管事務調査において、熟度が増

した実施目標計画を示していただきたい意見が多くありまして、執行において更なる整理を願

い、継続調査としております。 

    その他報告としまして、消防署第一分団消防自動車購入。旧診療所等解体工事についての報

告を受けております。 

    以上でございます。詳しくはお手元の総務厚生委員会報告書を御一読いただきたいと思いま

す。 

 

    （総務厚生委員長 阿部 豊君 降壇） 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    次に産業建設文教委員会の所管事務調査の報告を委員長からお願いいたします。 

    ６番。 

 

    （産業建設文教委員長 橋本 義雄君 登壇） 

 

産業建設文教委員会（橋本 義雄 君） 

    それでは、所管事務調査の報告をいたします。産業建設文教委員会所管事務調査を、平成30

年５月９日と５月22日に調査研究を行いましたので報告をいたします。 

    まず、５月９日の所管事務調査として４件、その他報告10件を受けました。 

はじめに、まちづくりについての佐々町空き家対策計画について、建設課長より空き家対策

については、平成28年度に空き家対策、空き家の実施調査、29年度に空き家対策計画を策定、

今年度中に具体的に補助金条例等の部分に入るとの説明。建設課課長補佐より、空き家対策計

画の概要の説明、平成30年度から平成34年度までの５年間で予定をしている。佐々町空き家が

303戸そのうち特定空き家が70戸、空き家における課題などを説明。今回対策計画の策定に協

議会を組織して、県立大学の先生、司法書士、建築士、不動産業者、住民の方で策定し、委員

会での検討協議を行って、決定していくということの説明。委員より、特定空家のうち70戸の

うち37戸は所有者の確認が厳しいのではないか。緊急時の役場の対応は。３年で具体的なこと

があったのか。長崎県で13市８町あるが、他の市町はどうされているのかなどの質問があり、

回答として、所在がわからないということは、36戸においては、ない。緊急時の対応として、

道路を維持作業班で対応。道路維持の原材料で対応している状況です。補助金は、各市町村で

７割か８割取り組まれており、30万から50万の補助金を出してるところが多かったとのこと。 

次に、上下水道事業についての下水道への加入促進について。水道メーター検針業務の民間

委託について。まずはじめに、下水道への加入促進について水道係長より、下水道加入促進に

ついて訪問予定として、791世帯を対象として訪問を行い、うち699世帯の訪問を行ったところ

です。平成27年９月から平成30年３月の間に申請手続きが、新築以外に64件。アンケート調査

を242件行い、その解答として低所得高齢化で高齢者で年金暮らし、約80万かかる接続費用の

支出が厳しいといった回答が６割でしたとの説明。委員より、３年間で全部回っていない、ち

ょっと甘いのではないか。アンケートの状況調査の仕方でしょうけども、何回か行って推進し

ていかないと進まないのではないかなどの質問があり、この案件につきましては継続調査とい

たしました。 

次に、水道メーター検針業務の民間委託について水道係長より説明。検針員の募集をしても
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少ない状況。検針員が体を崩されても代わりが見つからない。職員での対応が困難などの理由

で、民間委託を考えているとの説明。委員より、検針員はできたら地元のほうでお願いしたい。

全国的に２か月に１回の検針がほとんど、委託費の節約ということで考える余地があるのでは

ないか。報酬を少し上げて募集をしてみたら。募集の仕方を考える。200万、業者さんに払う

金額が増えるということで検討をお願いしたいということで意見が出、委員会としては、継続

調査としました。 

次に、事業進捗状況について建設課長より、平成30年度の事業計画実施計画を配っておりま

すが、内容については進んでいませんので、主に業務の進んでいるところからの報告というこ

とで、事業進捗状況について、建設課、水道課、教育委員会、産業経済課の順で説明を受け、

委員会としては継続調査としました。 

次に、その他報告として10件の報告を受けました。 

続きまして、５月22日の所管事務調査の御報告をいたします。所管事務調査として４件、そ

の他報告３件の報告を受けました。 

はじめに上下水道についての上水道計画について。水道メーター検針業務の民間委託につい

てということで、水道係長より新水道ビジョンについての説明、浄水場の課題、送配水施設に

ついて説明をうけた。委員より、アルミニウムの濃度の上昇が起きるとどういう問題が起きる

のか。浄水場から各ポンプ場に送るのを送水管、各配水池から家庭に送るのを配水管と考えれ

ばよいのか。薬剤を投入することによって、水の味が落ちることはないのかなど質問が出され、

回答として、アルミニウムが入っても特段問題はない。国の見解でいけば0.2ｍｇ毎Ｌ以下。

佐々町は現在0.14ｍｇです。ポンプ圧で送るのを送水管、山からの自然流下で下がってくるの

を配水管と言います。水の味が落ちることはありませんとの説明。水道係長より、事業ごとの

概算の事業費について説明。31年から34年度の間の主な事業として、浄水場の送水ポンプや中

央配水池への進入道路の増設事業。35年から38年の間の主な事業として、平野配水池や北部配

水池の整備、それぞれ継続費を使用して事業を行う。財政収支の計画は、平成40年までとなり

今後10年間の計画となる。純利益が平成36年度にマイナスになる状況で、将来的に料金改正に

向けて検討を必要ではとする考えであるとの説明。委員より、全体としては31年から34年の分

でやる事業なのか。管路敷設に必要な用地費というのは出てこないのか。回答として、事業は

47年度までとなっている。公道に配管を設置して行うと考えていますので、新たな用地は考え

ていない。 

次に、水道メーター検針の民間委託について、５月９日に引き続き調査を行いました。委員

より、人手が足らないことがあれば、各月検針にしたほうが長期的に見て良いのではないか。

年齢制限について検討したのか。民間企業にお願いして年間200万増額となる。あまりに差が

大きい。町内の業者の方に検討をお願いしたらどうかなど多くの質問が出され、結論に至らな

かった。 

次に、観光商工について総合支援資金及び中小企業振興資金融資制度の創設について、産業

経済課課長より、当初予算におきまして、補助となる保証料を計上して手続きを進めてまいり

ましたが、単年度の経緯という形で行う上で預託金を積む必要があり、６月の補正の計上をさ

せていただきたいとの説明。産業経済課係長より、創業支援資金融資制度の概要説明。委員よ

り、協調倍率の確認で1,000万預託をした場合、創業支援の方でいくと1,500万円のそれぞれ融

資が受けられると理解すればよいのか、従来この制度はなかったのか。回答として、協調倍率

について委員さんの言うとおりです。この制度は佐々町にはございませんでした。 

次に、生産性向上特別措置法における先端整備等導入計画について、産業経済課長より説明。

現在国におきまして審査している案件でございますが、法案が可決施行された場合、本町も計

画策定を行うほうになります。委員より、生産性高める設備というのは具体的に何があるのか。

回答として、機械装置、早期測量工具、検査工具、機械部品、そういった広い範囲での提示を
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受けている。 

次に、条例等についての佐々町林業開発促進資金貸付条例及び佐々町林業開発促進資金融資

損失補償条例の一部改正について、産業経済課長より説明。平成24年６月１日付で社団法人長

崎県林業公社から公益社団法人長崎県林業公社に移行されることに伴い、町関係の条例を改正

するものです。委員より、長崎県の林業公社はどういう状況になっているのか。回答として、

内容については、今度５月23日に林業公社の総会がありますので、その時に詳細については確

認してあとで報告をするとのこと。 

次に、その他報告として、３件の報告を受けました。お手元に配布しております産業建設文

教委員会の報告を御一読お願いいたします。 

これで産業建設文教委員会の報告を終わります。 

 

    （産業建設文教委員長 橋本 義雄君 降壇） 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    委員長からの報告は終わりました。以上で日程第５、委員会報告を終わります。 

    11時まで暫時休憩といたします。 

 

（10時51分  休憩）  

 （11時00分  再開） 

 

― 日程第６ 一般質問（平田康範議員） ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    日程第６、一般質問を行います。それでは、質問通告書の順に発言を許可します。一問一答方

式により、７番平田康範議員の発言を許可します。 

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

    ７番平田でございます。議長より質問の許可をいただきましたが、昨年の19日はですね、ちょ

うど当選証書の付与式がございまして、当選証書をいただいた記念すべき本日に、こうして質問

の機会をいただきましたことを厚くお礼申し上げたいと思います。 

    本日は地域防災力の充実強化についての１点にしぼりまして、一問一答で質問をさせていただ

きますが、まずは先ほど来から挨拶でも出ておりましたように、昨日午前５時58分頃、大阪府の

北部を中心とする震度６弱の地震が発生をいたしまして、この地震により４名の方が亡くなられ、

また多数の負傷者や建物の火災、それから倒壊などが発生し、尊い命が失われ、また多くの財産

が失われました。更には、ライフラインや交通網の乱れが発生し、市民の生活に大きな影響を及

ぼしている今日の地震でございますが、改めて亡くなられました方々のご冥福をお祈りし、また

被災されました方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

    では、通告いたしておりました質問に入りますが、防災関連の質問につきましては、私も今日

まで数回一般質問をいたしておりますが、ただ今も申し上げましたように、きのうは各地で地震

が発生し、また局地的な豪雨や台風などの自然災害が発生しており、地域防災力の強化が喫緊の

課題となり、消防団の重要性が問われている今日でありますけども、まず１点目として、本町の

消防団員の現状についてお伺いをいたします。 
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    本町の消防団員の定数は、佐々町消防団設置条例第３条の規定により、202名となっております

が、消防団は火災をはじめとする、いろいろな災害が発生した場合、公助の要となる組織であり

ます。平成29年９月議会において質問いたしておりますが、これに対して町長の答弁は、団員数

は172名で、うち４名が町の職員で、まあ町の方、職員については自主的に入団されているという

ことで答弁をいただいております。 

    また、県内ではですね、佐世保市だけの取り組みと言いますか、制度ではありますけども、定

員割れが続く消防団不足の解消、それから防災意識の向上、こういったものを目的としまして、

消防団入団研修制度、これが設けられております。新規採用職員に対して、２年間の期限ではあ

るわけでございますけども、男性は地元の消防団に入団、それから女性は消防団の本部に入り活

動されているというような状況でございます。 

    まあ、本町の団員数の状況、これを伺いますけども、今日までですね、私が質問しました以降、

今日まで、団員が何名退団され、そして新たに入団されたのは何名だったのか。その結果、現在

団員数はどうなのかということを、まずお伺いをしておきたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    平田議員の質問にお答えしたいと思います。消防団の現状についてということでお話があが

っておりまして、平成25年９月に一般質問をいただいておりまして、その中で答弁として127

名ということで、うち４名が町職員ということでございます。 

    平成25年度以降でございますけども、退団者数が53名退団をされておりまして、入団者数が

47名ということでございます。６月１日現在の消防団員の数でございますけど、166名という

ことになっておりまして、平成25年度と比較しますと６名の減ということで、残念ながらなっ

てるわけでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

    それではただ今団員数の状況につきましては答弁をいただきましたけども、やはり団員数は退

団数が多く入団数が少ないということで、なかなか団員の確保については厳しい状況にあること

がわかったわけでございますけども、各自治体もうそういったことで、団員確保につきましては、

苦慮されているということで考えております。 

    そういうことで地域防災力の強化に関する法律に基づく本町の取り組み、これにつきまして、

今後どのような方針を持っておられるのかお伺いいたしますが、まず１問目で申し上げましたよ

うに、やはり地震等による災害、はじめとする局地的な豪雨、そういったものが頻繁に発生して

おります。そういうことで、町民の、町民と言いますか、住民の生命や身体、あるいは財産を災

害から守るためには、地域防災力の重要性が言いますように、求められてる一方ですね、やはり

今日の少子高齢化の進展、あるいはそういったことで、また自治体を超えてですね、例えば佐々

町から佐世保市とか、そういった自治体を超えての、通勤されている会社勤め、そういった方々

が増えているというようなこともございまして、やはり地域防災力に携わる団員確保、これが困

難になっているというのは事実であるわけでございます。 

    平成25年12月ですね、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律、これが定めら

れまして、この法律の中では、地域防災力の充実強化に関し、基本理念を定め、国・地方公共団
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体の責務を明確にし、地域防災力の充実強化に関する計画の策定というのがございます。また、

その他地域防災力の充実強化に関する策の基本事項を定めることにより、住民の積極的な参加の

もとに、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図り、住民の安全確保に資することを目的

としております。 

    そこでお伺いいたしますが、本町において、今日まで具体的、どのような取り組みをされ、そ

して、今後この充実強化に向けて、どのような方針を持っておられるのかお伺いをいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    今、御質問がありました、地域防災力の強化に関する法律というのがあるわけでございます。

これは東日本大震災ですか、の教訓からということで、装備の充実とか団員確保を行いながら、

消防団の充実を図っていくことを目的に定められていると、御理解を、理解をしていただきます。 

    まずは、消防団員の、消防団員への加入促進については、公務員とか、それから大学生の加入

とかが今求められているわけでございます。現在公務員は12名、それから学生が１名所属をして

いるわけでございます。佐世保市が先ほどお話がありましたように行っております、消防団入団

研修制度については、消防団員の確保に直結いたしますが、災害時の対応の際、町職員は本庁舎

とか、それから避難所などの災害対応をしながら、通常業務を行うことになり、消防団での活動

が制限されている、制限されるということが想定されるわけでございまして、職員に限りがある

本町では、なかなか検討が必要ではないかと今考えているところでございます。 

    次に、消防団員の装備の改善については、平成26年２月に国が定めています、消防団の装備と

制服の基準が大幅に改善されているわけでございます。本町の消防団員についても、平成25年度

以降に入団した団員から、新基準を満たす半長靴、靴ですね、を導入しておりまして、また今年

度から旧基準の半長靴については、新基準への更新を今予定しているところでございます。 

    分団内の、分団の中の伝達に使用します、特定の小電力、トランシーバーについては、平成27

年度から29年度の３か年間で導入を行いながら、各分団に６台ずつを配備を今いたしております。

団員が出動の際に着用する活動服については、平成29年度から新基準の活動服に更新を行い、夏

ごろにはすべて団員の皆様方ですね、更新される予定で今おるわけでございます。 

    そういうことで我々としましても、十分消防団の充実に努めなければならないと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

    

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

    今、装備関係とかですね、今後の取り組みについてお聞きしましたけども、やはり先ほど言わ

れましたように条例定数の202名に対して166名ということで、前質問しましたときからしますと

また減少傾向にあるということで、やはり今後ですね、地域団体の連携など、何らかの対策を講

じなければ、なかなかこの団員確保というものは厳しいのではないかというふうに、私なりに考

えておるわけでございますけども、実は平成29年12月23日ですね、長崎県市町村会館におきまし

て、長崎県商工会連合会と、それから長崎県、それから長崎県市長会、それから長崎県町村会、

これがですね、消防団活動の充実強化に向けた支援協定、これを結ばれております。これは地元

新聞にも載っておりましたけども。その中で協定の主な内容としましては、県商工会連合会は消
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防団員の加入促進と消防団活動への参加促進のため、消防団協力事業所表示制度、それから消防

団応援の店の登録などを協力するということになっております。 

    また２点目としましては、県それから市町は、商工会会員による消防団支援活動について、地

域貢献活動としての公表に努めることとなっております。このことは、やはり商工会連合会は加

入する事業所に、従業員の消防団への加入や活動参加、こういったものがしやすい環境づくりに

ついて働きかけを行われますが、一方行政としましては、やはり消防団活動に協力する商工会の

取り組みや、それから事業所の地域貢献活動の功績に対して、顕彰やＰＲ、それに努めなければ

ならないと思っておりますけども、市町は今後ですね、各商工会との具体的な取り組みについて

協議することとなると思うわけでございますけども、すでにですね、雲仙市は２月４日に、それ

から新上五島町は３月29日に商工会との支援協定を結ばれております。それ以降結ばれている自

治体もあるかもわかりませんが、私が今把握しているのは、この雲仙市と新上五島町が協定に結

ばれておるわけでございます。 

    またですね、これは商工会とは別な組織でございますけども、佐世保市においては大規模災害

時にですね、倒壊建物の撤去作業などに支援を受けるためにですね、長崎県建造物解体工業会、

ここと提携されましてですね、この災害時に起きる対応、これの充実を図られておるわけでござ

いますが、本町はこの商工会との包括連携協定、これについてどのようなお考えかをお伺いをい

たします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    これは先ほどもお話がありましたように、長崎県と長崎県市長会、それから長崎県町村会と

いうことで、長崎県の商工会の連合会ということで、平成29年12月22日に消防活動の充実強化

に向けた支援に関する基本協定というのが締結されているわけでございます。 

    これはやはり地域の防災力の要と言われています、やはり消防団というのが、やはり円滑に

活動していくためには、どうしてもなかなか事業所の理解と、協力が必要になってくるという

ことで、多くの消防団員が雇用されている事業所ということで、加入している商工会が主でご

ざいますので、商工会との今後連携が必要になってくるということでありまして、やはり商工

会等はやはり細目協定というのがありまして、取り組んでいく必要があるんではないかと思っ

ています。 

    現在６市１町ですね、６市１町で、町は佐々町だけで、あとは６市が平戸、雲仙、それから

南島原、壱岐市、対馬市、佐世保市が細目協定を結んでいると。先ほど上五島というのがあり

ましたけど、新上五島が町ではですね、１町で結んでいるということでございます。 

やはり町としましても、本町としましてもやはりこういう佐々町の商工会とは、細目協定、

いろんな協定があるわけでございますけど、そういう協定に結んでですね、やはり取り組みに

ついて、内容を今協議している段階でございますので、早くそういうことで細目協定を結んで

ですね、やはり消防団員の確保と協力、それから商店街からの御協力を得ながらやっていかな

きゃならないと考えていますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 
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７  番（平田 康範 君） 

 今町長よりですね、協定等について検討したいということでございますが、実は平成30年

６月13日に地方新聞紙にですね、掲載してありましたので、内容はちょっと報告させていただ

きますが、実は今月の10日ですね、県の消防協会などの主催によります、県の消防団大会が、

ここはどこですか、島原市でですね、開催をされております。この開催の中でですね、消防協

会の総裁でもありますが、中村知事が消防団員確保に対策としてですね、事業所との連携強化、

それから女子消防団員や若年層への加入促進に県としては力を注いでいるということで言われ

ておりますが、やはり県民が安心して、安全に暮らせる地域社会の現実に一層の尽力を呼びか

けられております。ということは、やはり地方の、各自治体もですね、こういったものに取り

組みをしてくださいということで言われていると思うわけでございますが。 

では、次にですね、この機能別消防団というのがあるわけですが、これをどう捉えられてお

るのかをお伺いしますが、ここは消防団ＯＢ組織と補助団員組織、これがやはり機能別消防団

員としての捉え方だろうと思いますが、これについて町長がどのような見解をお持ちかを伺い

たいわけですけども。本町の自主防災組織、これも以前から言っておりますように、設立は

100％なっております。そういうことから各町内会の防災組織もですね、いろいろと活動はな

されているわけでございますけども、やはり指導者不足などでですね、十分な活動がなされて

いないというのも現実だろうと考えられます。そのようなことからですね、消防組織法第15条

の７条、これを定める必要があるわけですけども、予備消防団員に対する公助災害補償措置、

これをやはり設けなければなかなか設立は難しいわけですが、そういったものを条例に設ける

ことによってですね、元消防団員としての豊富な経験と、それから知識を活かしですね、火災

等の災害現場における消防団活動の支援、あるいは自主防災組織などへの防災訓練や、それか

ら指導等、これを行う組織として、先ほど言いますような機能別消防団、これの結成もですね、

やはり地域防災力の強化に結びつくものと考えられます。 

また近年の町ではですね、東彼杵町と川棚町ですね、ここが消防団補助団員任務活動等に関

する要綱、これを設定されてですね、補助団員は分団長の指揮下に入るわけでございますが、

初期消火活動や消火活動の補助及び避難誘導や情報活動、これを行う制度を設けられて地域防

災力の充実強化に取り組みされている自治体もございます。また全国各地でもですね、こうい

った機能別消防団組織を結成されているのも事実であります。まあ、そのようなことから今後

この防災行政の充実を図るための一つの政策として、こういったものもやはり取り組む必要が

あると思うわけでございますが、町長の見解をお伺いをいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

機能別の消防団の制度でございます。先ほどお話がありましたように、東彼杵町と川棚町も

導入してますし、県下の平戸市も松浦市、対馬市っていうのが導入しているわけでございます。

これは消防団のＯＢですね、ＯＢの方がたくさん、佐々もいらっしゃるわけでございます。そ

ういう中でやはり、現在の団員が不足してるということ、それから日中になかなかいらっしゃ

らない、お勤め等がありまして、団員さんが日中の火災とか初期消火はなかなか難しいという

ことで、そういう中でやはり先ほどお話がありましたように、団長の指揮下に入って初期消火

活動していただいているということで、これの要綱というのをやはり定めなきゃならないとい

うことで、町としましても現在導入市町村、これは市町村の研究を行っているわけでございま

す。これは前ですね、うちの団長、今の団長がですね、そういうことで補助団員制度を利用し

たいということもお話を伺ってます。その中でやはり町としてもやはり研修・研究する必要が
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あるというとこで、今研究させていただいておりまして、やはりその要綱を制定しながらです

ね、設置については、やはり前向きに検討してやっていきたいと考えてますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

この補助団員制度、これについてはやはり消防団本部からも要望、意見が出てるということ

で、検討を進めたいということでございますが、早急にこれ検討をされまして、そして早急に

実現することを求めておきたいと思います。 

次にですね、消防団員の処遇改善についてお伺いをいたします。先ほど来から申し上げてお

りますように、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の中で、これは消防団

支援法でございますけども、地域防災力の充実強化に関する計画の策定、これ先ほど言いまし

たように。それから、消防団を将来に渡り、地域防災力の中核として欠くことができない、代

替性のない存在である消防団の強化、また国及び地方公共団体による消防団への加入促進、さ

らには消防団員の処遇改善、装備品、それから訓練の充実に向けた改善等がこの法律の中で規

定され、予算の確保もされております。 

３月議会においてですね、佐々町の消防団設置条例の一部改正及び佐々町の防災会議条例の

一部改正がなされ、副団長が１名から２名ですね、また防災会議に陸上自衛隊の隊員が委員と

して追加されるなど、防災組織体制、これの改善は図られておりますが、一方消防団員の処遇

改善、これはどうかなということでお伺いいたしますけども。平成29年度の消防団員報酬の地

方交付税算入額、これを申し上げますと、年額報酬で団員が３万6,500円、それから団長は

８万2,500円、それから出動手当は１回あたり7,000円、これが平成29年度の地方交付税の算入

額になっているようでございます。本町については班長以外を除く、その他団員の年額報酬、

こういったものは国が示す報酬を上回っているようでございますが、反面出動手当、これにつ

きましては火災などで有事の場合に2,300円、それから災害警戒の場合も2,300円と、それから

訓練の場合は3,300円となっておりまして、国が示す基準を大きく下回っているのではないか

と思うわけでございますが、この報酬手当等の見直しについては、私も28年３月議会におきま

して伺っているところでございますけども、水災害や火災など、有事が発生した場合はいち早

く、やはり最前線に赴き、そして防災活動の中枢を担っていただいておるわけでございますの

で、国、法律で改善を求めているということもございますので、やはり活動に応じた適切な報

酬手当等の処遇改善を図るべきだと思うわけです。 

そういうことで、町長は前回の質問に対しましての答弁はですね、佐々町は報酬が高く出動

手当が安い状況なので、消防団と町で報酬は手当の金額の調整とか、それからこれあれですか

ね、行方不明者の捜索とか消火を行った場合の金額とか、協議を進めたいということで答弁を

いただいております。これも言いますように、以前に答弁をいただいておるわけですから、そ

れからしますと、もう何年か経っているわけでございますけども、その後ですね、協議検討さ

れたのかですね、報酬等の現状についてと、まあ見解をお持ちなのかお伺いをいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    いいですか、町長。  

    町長。 
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町  長（古庄 剛 君） 

    消防団の処遇改善につきましてということで、お話があっております。前も御質問があった

と思っております。今１回あたりの7,000円ということで、地方交付税の算入額ですか、お話

がありました。これは出動手当でございまして、例えば本町の手当というのが、先ほどお話が

ありましたように、火災ですか、それから風水害、それから警戒ということで、本町の場合は

その時に2,300円ですか、お払いをしておりまして、訓練時は3,300円を支給している状況でご

ざいます。御指摘のお話がありました、地方交付税等の算入額との比較では下回るということ

で、我々もそういうことで思っております。ただ、これは近隣町と比較をしますと、ほぼ同額

ではないかと思ってますし、まあない所もあるわけですね。ただ佐々町はこうした支給をさせ

ていただいているということで。 

それからもう一つは、報酬を年額いくらというのを報酬を出しているわけでございます。そ

の中で地方交付税の算入額というのがあるわけでございまして、これについても、例えば一つ

の例で言えば、団長さんは交付税が算入額８万2,000円ですか、ぐらいがくるわけでございま

すけど、佐々町の場合は年間23万9,000円を払ってるということもありますし、そういう報酬

等はですね、交付税算入額を上回っているということでございまして、町としましても、今後

この出動手当についてどうするのかと、川棚とか波佐見なんかはちょっと高いところもあるわ

けですね、ちょっと比較してですね。そこら辺は今後十分検討をさせていただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

    処遇改善について、手当等についてですね、やはり他の自治体においても、出動手当等につ

いてはそれなりの対応をされている自治体もあるわけでございますので、やはりこの消防団員

確保のためには、そういった処遇改善もぜひともですね、進めなければ、今後の団員確保は厳

しいということを申し上げておきたいと思います。 

    では、次に地域防災活動の拠点となります、消防団詰所の整備方針についてお伺いをいたし

ます。消防団のですね、分団の詰所、これは消防防災用の車両をはじめとしまして、資機材の

収納場所でもございますし、災害時の集合場所で、活動拠点ともなります。また平常時はです

ね、消防団員のそれから教育訓練の場ともなり、各種会議等も実施されているわけでございま

すが、本町の分団詰所につきましては、現行の耐震基準、これを満たしていない詰所もござい

ます。佐々町の公共施設等総合管理計画ですか、これの中で出ておるわけでございますが、消

防団詰所については、１点目として、計画的な改修により施設の長寿命化を進める。２点目と

して、また将来的には町内会の将来人口等を見据え、分団の統廃合について検討するというよ

うになっているようでございます。また３点目はですね、これが大変問題なんですが、老朽化

が著しく進行した施設、これについては効率的な消防団運営を行う視点から、近接した詰所へ

の機能移転等を図ることということで計画がなされておるようでございます。 

    財政面から考えますと、やはりこの施設等総合計画方針というものも考えられるわけでござ

いますけども、反面言えますように、消防団員確保とそれから地域防災力、これの充実からと

らえたときにはどうなのか、疑問を抱いております。 

    そこでですね、次の２点について、町長の率直な見解をお伺いしますが、まず１点目ですね、

団員として活動されている方はですね、地元地域に現在分団詰所があるということからですね、

いろいろな消防活動にも参加が容易であると。すると地元分団に入団されている、そういうこ

とからですね、地元の分団に入団されているというのが現状だろうと考えますがですね、これ
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を入団の状況についてどのような町長の見解をお持ちなのか。 

    また２点目がですね、言いますように、消防団活動の充実、これを図るためには耐震基準を

満たしていない詰所、これについてはですね、やはり現在ある詰所はそのまま残すという考え

からですね、耐震工事を行い、そして長寿命化を図るか、あるいは建替えを行うのか、二者択

一でですね、詰所の整備を進めるということが必要だろうと思うわけですが、このことについ

てですね、どのような見解か、以上２点まとめてお伺いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    消防団詰所の整備方針についてのお話がありました。１つは、団員としての活動ということ

で愛着があるとですね、やはり分団詰所というのがあそこ近くにあるということでお話があり

ました。そしてもう一つは、耐震、消防団員の詰所の耐震化ということでお話がありました。

一つはこれをどうするのか、この財政、公共施設の消防計画の中で、町としまして、１分団、

７分団ですか、近くにすぐあるもんですから、そこら辺は町の役場も建替えなければならない

今状況にきてますので、そういうことを総合的に一緒にやるのかというのは、今からですね、

もちろん考えてやらなきゃならないし、やはりその分団の詰所が残すべきかどうかというのは、

今後検討、やっていかなきゃならないと思っております。 

    それから診断、耐震の診断の結果が、１分団と４分団と５分団と７分団、これが耐震を満た

してないということで、今現在あるわけでございます。やはりこの４分団と５分団については

離れていますし、その部分については新しく建替えるかですね、やっていかなければ、建替え

を行いながらやっていかなきゃならないと我々は考えているわけでございます。 

    それから１分団と７分団は先ほど申しましたように、今後どうするのかということ、団員数

も減ってますし、近くであるわけですね、統廃合が可能なのか、別々に必要なのかというのは、

今後やはり今検討してやっていかなきゃならないと思っていますので、町として、やはりそう

いう各分団の伝統があるわけでございますので、そこ十分ですね、考えてやっていかなきゃと

思っていますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

    分団の詰所関係の整備については、１分団と７分団、これについては近隣にあるということ

で、まあ検討。これはやはり庁舎問題とも絡んでくるかと思いますので、そういった考えもあ

ろうかと思いますが、やはりほかの地区につきましては、やはりそれなりの分団詰所としての

機能を果たせるような対応をとっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 

    消防団関連につきましての最後の質問となりますけども、ＡＥＤですね、この配備について、

平成27年６月議会におきましても、町内会集会所への配備ということで質問をいたしておりま

すけども、まあそのときの町長答弁としましては、現在は各消防団の詰所、それから小学校、

公民館、体育館などの公共施設に配備しており、民間のコンビニにも全部配備してあるとお聞

きしておりますということで答弁をいただいております。 

    言いますように、平成27年６月議会、６月時点においては、分団詰所に、まあＡＥＤは配備

されていたかと思うわけでございますが、現在はですね、私が見る限り、訓練用は配備されて

いるようでございますが、救命措置ができるＡＥＤはですね、配備されていないのではないか
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なあということで考えております。 

    やはり消防団員の方、これはですね、地域のイベントとか、それからいろいろな祭事、そう

いった行事にも参加され、そしてまたいろいろ特別警戒などにも携わっておられるわけですが、

そのときにですね、人命に関わる予期せぬ事態が発生した場合は、団員による迅速なですね、

救命活動が可能になるわけでございます。町長が言われますように、この公共施設とかコンビ

ニ、これについては配備されているというのは、備えてあるというのはわかるわけですが、言

いますように、現在のほとんどの分団詰所、この近くにですね、そのようなコンビニとか、公

共施設がほとんどないのが現実だろうと思います。そういうことで、先ほど来から言っており

ます、平成26年の総務省による消防団装備基準、これにつきましては、新たに救助資機材の充

実があげられております。地域防災活動の拠点となるですね、消防団詰所、これにそういった

ものが配備されていないということについては、大変疑念を抱いておりますけども、ぜひこの

消防団装備基準に沿ったですね、配備をすべきだと考えますが、この分団詰所への配備につい

てどのような見解をお持ちかお伺いをいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    ＡＥＤの消防団詰所への配備についてということでお話があっております。これは平成21年

に消防庁からですね、無償貸与、貸付機材ということで、４台の貸与を受けておったわけでご

ざいますけど、耐用年数期間が経過しておりまして、平成27年度に廃棄を行っております。そ

の後町として準備してなかったということで、大変申し訳なく思っていますけど、この消防団

の詰所というのがですね、先ほど議員がおっしゃったように、誰も、不在時っていうのが施錠、

鍵を掛けてあるわけですね、そいで一般の方々がそれ使えないと、団員の方々が、開いたとき、

来たときにはですね、それを使えるということで、外に置いてた場合がいたずらされるという

ことで、なかなか厳しい状況でありまして、無人であるということでございますので、やはり

有効活用というのがなかなか、これが問題になっていると、消防団内でもですね、話があって

おりまして、今後これをですね、適正な場所がない、配置を、やはり探してですね、適当な場

所がないかどうかですね、よく検討させていただいて、やはり配置をさせていただきたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

    ちょっと私の考えと違うんですけども、実は消防団詰所、これは常時閉まっております。しか

しですよ、例えばその第３なら第３分団詰所の地域が、災害に遭った、火災があった、そういっ

たときいち早く行くのは地元消防団なんですね。本部の消防署関係については、搭載されてるか

と思うんですが、そういったときに、地元がいち早く着くときに、その分団にそういったものが

なければ、本部が来るまで対応ができない。そういったものが問題だと私は言ってるんですよ。

常時置いとっていつでも使えるようにしてくださいじゃなくして、やはり消防関係にかかる施設

でございますので、そういったところに無いということが大変私はおかしいと思うわけですが、

いかがですか。 
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議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    確かにシャッターはたぶん空いてるのかな。そこら辺についてはよくちょっと私も把握をして

おりません。どちらにしましても、やはり一番早く行くのは消防自動車、先ほど議員がおっしゃ

ったようにですね、現場に駆けつけるわけでございます。そういう中で、このＡＥＤをどうする

のかというのは、消防団内部で検討させていただいてですね、やはりそういうことがあればです

ね、取り付けて、新しくやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

    消防団関係についてはですね、一応言いますように、いろいろ問題もありますけども、地域防

災力の充実強化を図るためには、そういったものの整備というのを早急に実施する必要があると

いうふうに思います。そういうことで、消防団とですね、本部との打ち合わせも密にしながら、

改善を図っていただきたいということを申し上げて、次の土砂災害防止法、これに基づきますこ

とについて質問をいたしますが。 

    実は長崎県がですね、平成30年３月30日付けで、佐々町の163か所、これを土砂災害警戒区域、

それから特別警戒区域に指定をいたしております。言うまでもなくですね、警戒区域の箇所は、

土石流の警戒区域が37か所、うち特別警戒区域が35か所となっております。それから、急傾斜の

警戒区域は126か所で、すべてがこれは特別警戒区域となっております。警戒区域がですね、合計

で163か所が指定され、うち特別警戒が161か所と大変多いわけでございますけども、この土砂災

害警戒区域、これは通常言われておりますように、イエローゾーンと言われまして、土砂災害の

恐れがある区域でございまして、特に土砂災害特別警戒区域、これはレッドゾーンということで

言われておりますけども、建物等に障害が生じ、住民に著しい危険性が生じる恐れがある区域と

なっております。そのようなことから土砂災害防止法では、土砂災害から住民の生命を守るため、

土砂災害の恐れのある区域を指定し、危険性の周知、それから警戒避難体制の整備、住宅等の新

規立地の抑制、それから既存住宅の移転促進等のソフト面の対応、そういったものを推進するも

のとなっておりまして、土砂災害防止工事等のハード面の対策と合わせて、総合的な土砂災害防

止対策を図るとされております。 

    皆さんも御存じのとおり、４月11日ですね、午前３時40分頃、これは地震ではございませんけ

ども、大分県中津市の耶馬溪町の裏山がですね、幅100ｍに渡って崩落しまして、３軒の住宅が土

砂にのみ込まれ、痛ましい土砂災害が発生しております。当日は雨も降らずですね、地震もなく

崩落の前兆もなく、災害が発生いたしておるわけでございますが、現場は言いますように、土砂

災害特別警戒区域に指定はされていなかったわけですけども、急傾斜危険地域の区域であったよ

うでございます。本町においてはですね、平成28年５月から８月にかけ、長崎県でこの現地調査

がなされまして、その結果に基づき今回規定がなされたものと思っておりますが、本町でもです

ね、言いますように、いつどのような土砂災害が発生するのか予知できないのが現実でございま

す。災害対策基本法では、市町村は市町村地域防災計画の中で、情報の伝達、警戒避難体制等の

整備、これが求められておりますけども、本町は今回の指定について、どのような対策を講じよ

うと考えておられるのかお伺いをいたします。 
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議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    今回の指定に基づく今後の災害対策等ということで御質問があってます。土砂災害の警戒区域

及び特別警戒区域に関する御質問でございますけど、これは土砂災害の警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂災害防止法に基づきまして、本町では平成27年

度に南部地区の現地調査が行われまして、住民の皆様方の縦覧を経て、平成28年度に南部地区、

小浦免、須崎免、それから口石免、木場免、迎木場免が79か所指定されてるということ。そして、

平成29年度に残りの北部地区ですね、163か所が指定をされているわけでございます。 

    それでは、まずこの指定の根拠となった土砂災害防止制度の背景を説明いたしたいと思います

けども、土砂災害は毎年のように全国各地で発生しておりまして、私達の暮らしに大きな影響を

与えているわけでございます。またこの一方で新たな宅地開発が進み、それによりまして土砂災

害の発生するおそれがある危険な箇所も年々今増加している状況でございまして、このようなす

べての危険個所を対策工事によりまして、安全な状態にもっていくには、膨大な時間と費用が必

要となっているということでございます。このような災害から人命・財産を守るためには、土砂

災害防止工事のハード対策と合わせて、危険性のある区域を明らかにしながら、その中でですね、

警戒避難体制の整備や危険個所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実していくことが

大切ではないかと考えている次第でございます。 

    そのソフト対策としまして、土砂災害防止法が制定されているわけでございますので、その土

砂災害警戒区域に指定されると、警戒の避難体制の整備が必要となってきます。また土砂災害特

別警戒区域に指定されますと、一定の開発行為の制限や建物の建築制限がなされるということに

なっておりまして、本町としましても今回県の指定を基にですね、本年度中に土砂災害のハザー

ドマップを作成するようにしておりまして、このハザードマップによりまして、ハザードマップ

というのを各地、各戸にですね、皆様方に配布して、住民の方に広く周知をしていただくという

ことにしております。ハザードマップの詳細な内容につきましては、他の自治体が作成したもの

等を参考にしながらですね、今後、現在検討しているというところでございますので、町としま

してもそのようなソフト面もですね、考えながらやっていきたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

    ７番。 

 

７  番（平田 康範 君） 

    あと８分程度ですけども。ハード面とかソフト面いろいろ出ましたけども、次にですね、実は

あの12月議会におきまして、先ほど言われますような避難情報の標示板、それから防災マップ作

成、これに関わる補正予算４号でですね、3,500万ですか、程度計上されまして、繰越事業として

平成30年度に取り組むこととなっております。この内容方針を見て見ますと避難情報標示板につ

いては、避難防災計画では現在51か所、これを指定されておりますが、今後見直し検討をしたい

という説明があっているようでございますし、また、避難所の区分、これにつきましても、自主

運営と直接運営を行う避難情報を検討されるようでございます。防災マップについては、洪水、

内水、ハザードマップとそれから土砂災害警戒区域ハザードマップ、これが作成されまして、今

回指定されました地区につきましては、今町長が言われますように、土砂災害ハザードマップで

反映されるものと考えます。 
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    実は今年４月中旬にですね、この佐々町の避難場所とそれから避難所兼避難場所、これを示さ

れたですね、民間企業が作成しました防災タウンページというのが各戸に配布されております。

民間でもこういうことでやってる中で、やはり行政としてもこのような情報、これは早くですね、

示すべきというのが町の責務だと思うわけでございますが、このハザードマップ作成にあたって

の、おおむねいつまでにですね、こういったものを町民に示すことができるのか。また合わせま

してですね、やはりハザードマップに示すだけではなく、やはりその指定されました地域、そう

いった方々の住民説明会、あるいは避難訓練、そういったものもやはり充実すべきだと考えます

が、どのような考えか、最後の質問といたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    避難情報等の標示板、避難防災マップということで、今平田議員のほうからお話がありました。

現在避難所の見直し作業を今行っているところでございまして、今年度の作成を目指しているわ

けでございまして、また土砂災害の警戒区域等の指定に伴いまして、住民説明というのをやはり

指定する前に、県より住民の縦覧に供されておりまして、やはり縦覧時に説明、質問があった関

係者へは県が直接説明を行っているということでございまして、町としましてはハザードマップ

を各戸にですね、配布することによって、周知を図りたいと考えているところでございます。 

    また、標示板の設置事業につきましては、事前に各町内会長さんとも協議を行う予定としてお

りまして、この中で土砂災害等の指定の意味なども含めながらですね、説明をしなきゃならいと

考えています。 

    それから避難訓練については、今後十分検討してですね、各町内会、各町内会長さんとも協議

をしながらですね、やっていかなきゃならないと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    以上で７番平田康範議員の一般質問を終わります。 

    13時まで暫時休憩といたします。 

 

 （11時58分  休憩） 

  （13時00分  再開） 

 

― 日程第６ 一般質問（川副善敬議員） ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、一問一答方式により、９番川副善敬議員の発言を許可します。 

９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    通告順に従いまして、質問をさせていただきます。まず、企業誘致でございますが、平成25

年に工業団地用地としてＳＳＫから19ｈａ購入しておりますが、その後１人の地主さんから買

収をしたということでございます。その時の町長の答弁は、25ｈａのうちＳＳＫが19ｈａ、残

りの６ｈａについては、13名のうち１名の1500平方メートルが公拡法の適用を受けて用地買収

済ということで、去年ですか、答弁をいただいておりますね。 
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    そうすると14名地主がおられてＳＳＫが１社引く、13。13から地権者１名引いたら12名、残

り12名なんですけども、これについてはどういうふうな状況なのかお尋ねします。 

    それから、その当時の総務理事は買収が、町長のは６名ほどは内諾を得てるというような答

弁ではなかったかと思いますが、総務理事のほうは平成26年から公拡法によって、税の減免が

厳しくなり、租税特別措置法に基づく減免措置が適用されるか、税務署と協議調整をしたいと

いうような答弁でございましたが、これについてどのような進捗状況になったのかをまずお尋

ねをいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    今企業誘致についてということでお話がありました。小浦の南部の、南部地区の工場団地の

用地として取得した土地の件につきましては、昨年の７月にも川副議員さんのほうから御質問

をいただきまして、その際の減免措置についてもお話させていただいたと思っております。 

    また、先ほどお話がありましたように、その後、税務署からの承諾、承認がようやくいただ

くことができたということで、あと未買収につきましては、12名の先ほどお話がありましたよ

うに、地権者がいらっしゃいまして、６名の方の承諾は今現在いただいておるということで、

あとは未買収の地の買収を進めていくということになりますけど、税務署の協議と並行いたし

まして、県との協議も進めている、進める中で、やはり用地買収についても、なんか補助金が

適用されるということもちょっとお話を伺っておりまして、現在そういう全体的な計画につい

ての御質問もありますので、基本方針を策定しながら、事業計画として県の承認をいただく必

要があるのではないかと考えております。 

    また、この県の承認を受けるということは、用地買収とか団地の造成とか誘致活動というよ

うな一連の事務を進めるということになりますので、未造成の土地に対して、このような状態

で県についても引き合いがあっとるとお話を伺っております。特にハウスメーカーさんがあっ

たということで、現状のまま用地を売るということも、20ｈａですか、買収して工場団地を造

成すると、ハウスメーカーがやるっていうことも進めているというお話もお聞きしました。結

果として、なかなかこれは難しかったわけでございますけど、そういうメーカーが持っている

もののノウハウが、たくさんいろんなことがあるわけでございます。佐々町としましてもです

ね、立地を希望していただけるというところが今のところはないということで、流れてしまっ

たということで進まなかったわけでございますけど、やはり本来ならば、税務署協議を整った

もんですから、早急に用地買収を進めながら、団地造成ということでやっていかなきゃならな

いと考えています。ＳＳＫの土地ということで、購入の際にも申し上げておるわけでございま

すけど、やはり我々がイメージしてるっていうのは、やはりオーダーメイド型って言いますか、

そういう誘致企業を事前にですね、決定しまして、その企業の意向に沿って、団地造成を進め

るということを想定しておりまして、しかしながらなかなか補助金の関係上、こうした手法と

いうのも進めていくことを、県のほうからも問題はないというお話は進んでいるわけでござい

ますけど、なかなか現状では難しいということで考えておりまして、やはり町のリスクを抑え

ながらもですね、どういう方法が一番いいのかというのは、今後検討していかなきゃならない、

模索しなきゃならないと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

９番。 
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９  番（川副 善敬 君） 

    まず、県との関係ですけど、租税の減免措置は適応されなかったと、この間、進捗しない間

ですね。ところが御存じのように、棚方と相浦の間に相浦の工業団地ができてますね、今。こ

れが来年の３月に完成する。そうすると佐世保市の地権者７名の方のうちに、平成28年度に

４名買収済み、29年度に３名全部地権者から買収されてるんですね。そうすると、この公拡法

と租税の関係は、これは佐々町だけにその適用されなかったのか。それともう一つは手順がね、

少し違うんじゃないかと思うんですね、手順が。というのはですね、この佐世保の工業団地、

普通のところの工業団地の進め方を見てもですよ、佐世保の工業団地の場合27年の10月から調

査をかけて、半年で、そしてこれは２年間でやってしまってるっていうことは、これはですよ、

県の指導がどういうふうに受けたか知らんけれども、長崎県企業振興課というのが県の補助金

の審査会と有識者の会議を開くんでしょ、ですね。そして、長崎県産業振興財団の意見を加味

して決定する。それで決定しとるですね、２年間で、ね。うちは５年間、25年から５年間待っ

てて進んでない原因は、県とのこの工業団地としての認可ができないのがネックになったのか、

それとも買収ができないので進むことができなかったのか、そこら辺の県との打ち合わせはど

うなんですかね。それをお尋ねいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    総務理事。 

 

総務理事（迎 雄一朗 君） 

    一つ先ほどの御質問の公拡法の関係のことについてはですね、確かに佐々町は先に公拡法で

その税の減免が、当初適用されていたのが、その後買収しようとした時に適用されなくなった

ということで、税務署の判断がその時点で変更されたというふうに私は認識しております。 

    ただ昨年、税務署のほうに協議をした際に、公拡法ではなくて、租税特別措置法に基づく税

の減免手続きということで協議をした結果、最終的に税務署からの税の減免について承認され

たという経過になっております。 

    一応すいません、私のほうからはその点だけちょっとお話させていただきます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    企画財政課長。 

 

企画財政課長（今道 晋次 君） 

    県との手続きでございますけれども、今総務理事のほうが申しますように、税務署等の協議

を進める中で、県とは再三事務的なアドバイスをいただいているところでございます。先ほど

町長の答弁にもありましたけども、その事務的なアドバイスをいただく中で、用地買収を進め

られるのあれば、そういったところも補助金の対象になりますよというふうな形で、アドバイ

スを受けているところでございまして、県との手続きとかそういったところがネックになって

いるということではないかというふうに考えております。 

    以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    佐世保市との関係で佐世保市は早く進んでるという、川副議員が御指摘がありました。確か
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に佐世保市は決定をして工事を造成してやってるわけでございます。ただ、佐々町としても、

やはり自前でこういう企業がくるということになればやりたいわけでございますけど、なかな

かですね、造成費が今20ｈａか、あるわけでございますけど、造成費が25億から35億かかると

いうことで、これを事前に補助を受けてやっても、必ず企業がくるのかっていうのがなかなか

厳しいところもあるわけですね、そこをよくリスク的に町として考えながらですね、やってい

かなきゃならないということで、私もそういうことで佐世保市さんのほうに早く、佐世保市さ

んのように造成をして企業を待っているということができればですね、それが一番いい方法で

ございますけど、なかなかそこら辺のリスクとの兼ね合いというのがですね、あって、そうい

うことが今考えているということで。 

    先ほどオーダーメイド型って言いましたけど、それができればですね、必ずそういうことで

くるからっていうことで、オーダーメイド型でできれば我々はそれが一番ベターな選択だと考

えておりますので、そういう方法ができれば一番いいんじゃないかと考えておりますので、そ

ういうことでどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    私が総務理事に、企画財政課長が答弁したけども、尋ねたのは、佐世保市はなぜ土地買収が

できて、公拡法適用ができて、佐々町は買収が進んでないのは、公拡法ができないという答弁

の食い違いはどこなのかねっていう質問なんですよ。去年は公拡法、租税免除ができないから、

先に買収も進むことができないということだったですね、答弁は、７月に。だからその辺の、

私はよその市はできて、なぜ佐々町は減免措置の適用がないのか。しからば県の工業団地とし

ての認定がされてないからできないのか、工業団地として認定がされればそれでできるのか、

そこら辺をどうなってるのかをお聞きしてます。 

    それからですね、これ買収で地主さん残ってますね、相当ね、この見込みはどうなのか。私

が言ってるのは造成まで、これ最後に質問しようと思ってたんですけど、造成までっていうな

らいろいろリスクもあるでしょう、しかし買収という形、地主の買収という形は整えとかんば

いかんですね、どっちの方向に進むにしても、そして私が最後に書いてありますように、工業

団地、これは町長に尋ねるんですけど、工業団地としての基本計画はそのまま進めるのか、買

収していくのか、それとも私はほかの用途、例えば住宅団地としての造成とかね、それはもう、

今ハウスメーカーと言いましたけれども、そういうところが出とるとすれば、佐世保市のほう

の調査の、県の調査の中にも書いてありますように、インターが近いということがメリットで

すから、うちもインター２つある、中里も近くて佐々も近いんで、そういう意味においては造

成費がかかってリスクがあるというならば、すばっと住宅団地として大手にね、処分するのか、

それとも基本方針はこのまんま継続して、工業団地でいくのか、工業団地でいくとすれば買収

を早急にせんといかんでしょ、そいと諸々の条件整理を。そこら辺が一つも進んでないから私

はお尋ねをしとるわけです。だから、基本計画はこのまま工業団地としていくのか、それとも

ほかにいろんな募集をかけて、そしていろんなアイデアを募集しながら、いろいろ今各地で例

えば募集してますからね、あれはＳＳＫじゃなか、長崎三菱やったですけども、Ｖ・ファーレ

ンのグラウンドつくると。そしたら今度はホテルとかつくる。いいアイデアをね、やっぱり民

間持ってますから、そういう中でもう工業団地は一つも進んでないんで、そっちの方向もかえ

ながら合わせていくのかですね。これは何ですか、土地開発基金から出してるから、金利は昔

の工業団地ば買ったように、銀行から借り入れて買ったわけじゃないですから、まあいいって

いうわけにはいかんですけど、１億円からの投資っていうことは、年にやっぱり 150 万、200
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万ずっときてますんでね、そこら辺を考えたときに、どういう方向で進むのかということもお

尋ねします。 

 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    総務理事。 

 

総務理事（迎 雄一朗 君） 

    先ほど御質問いただきました、佐世保市がその公拡法で適用されたことと佐々との違いとい

う話なんですけども。佐世保市については、川副議員が言われるとおり、工業団地として県の

承認を、認定を受けて、それで税の減免がされていると。佐々町は今そういった県の認定を受

けていないということが違いであるという、そういった認識でございます。 

    以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    先ほどお話しましたように、まだ未買収地が６人が未買収者がいらっしゃるということで、

今買収を進めているわけでございますけど、町としまして基本的な計画というのは、工場団地

を、やはり雇用を確保したいということで、基本でございますので、工場団地の誘致として進

ませていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    工業団地として進むということですけれども、しかしながらこれは早急に地主さんとの、ど

っちにしても買収だけは早く早急に済ませんばいかんということですから、早急に動いて、そ

して来年の今頃には、もうちゃんと工業団地、計画ができるような形で言ってもらいたいと思

います。もう 25 年に買収してからもう５年ですからね、よそはもう２年ぐらいで、諫早とか

なんとかも全部やってますんで、その基本計画どおり工業団地でいくとすれば、それはもう早

くやっていただきたいと思います。以上私の意見ですけども、早急に進めて下さい、買収を。

お願いします。 

    それから次に、学校教育の現状と今後の方針についてお尋ねします。まず、ここに資料をい

ただきました。全国平均学力学習状況調査。そして小学校、中学校と見ましたけれども、平成

25 年度は中学校は良かったんですけども、あと 26 年、27 年、26 年が平均以上はなく、27 年

が、28、29 年がちょっと厳しい、無いということですけれども。まあ一つは、そして資料と

しては、何日か前に新聞載ってましたけれども、小学校は佐々小学校は小学算数で県内最高だ

ということで載ってました。ちなみに小値賀町は中学数学と英語で県内最高。それから長与町

は小中学校の国語で県内最高ですね。それから長崎東、佐世保北、そして付属中学においては

平均を上回るということですね。そうするとですね、私がここでまあ勉強についてね、あまり

言うのもちょっと抵抗があるんですけども、できればね、佐々の場合も県内平均より上でもあ

りたいし。そして小学校はこのように今言ったように、ちょっと優秀な成績なんですが、どう

してその何ですか、中学校になるとパタッと落ちているのかですね。そこら辺の原因。非常に
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中学校はちょっと厳しい平均であると。このように小学校がいいならば中学校もいいと思うん

ですけれどもね、もったいないと思ってですね、質問した。 

    それからもう一つは何ですか。それから体力向上についてはですね、資料をもらいましたけ

れども、これいろいろ種目があって、ちょっとわかりません。私はっきり言って。しかしなが

ら、それなりにこれも評価は出していると思いますね。 

    体力についてお尋ねするのはですね、スポーツプランとか何かあるんでしょ、スポーツプラ

ン。そのとおりスポーツプランを作成しておられるのか。それから体力についてはですね、今

ゆとり教育からちょっと変わりましたんでね、その関係でどうなっているのか。今学校に登校

する子ども達もですね、いっぱい鞄に教科書を詰めてですね、ランドセルも昔よりは太かとが

売れよるとですよね。そういうわけで非常に学習のほうに、ゆとり教育から外れて今度は変換

してですね、中教審が、教育、文科省が変換してやってますけども。その辺で体力という問題

はゆとり教育から変更してどうなってるのか、スポーツプランとゆとり教育ですね。それをお

願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君） 

    議員御指摘のとおり、平成 29 年度については全国学力学習状況調査の結果、厳しい結果と

なっております。さらに改善を加えながらですね、佐々町の子ども達に、豊かな学力を付ける

ということはぜひとも必要かというふうに思っておるところですし、確かに御指摘のとおり、

中学校のほうが、平成 28、29 と全国学力学習状況調査の中でプラスがないという状況でござ

います。しかし、28 と 29 の得点的な伸びがありましたので、今年度の結果について期待をし

ておるところでございます。 

    それから御指摘の小学校の頑張りを中学校にということで、このことは御指摘のとおり小学

校の結果を中学校に引き継いでいくという取組みを、３校共同研究、３校の教員全員が集まっ

て、研究を進めながらやっておるところでございます。３年後、４年後におそらくとも結果は

出てくるだろうというふうに思っておりますし、私どもも精一杯頑張っていかなければならな

いというふうに思っているところです。 

    それから体力向上についてでございますが、各学校で体力向上アクションプランというのを

立てております。議員御指摘のように最近は、学力重視という教育になりつつありますので、

なかなかその運動機会の充実ということについて、私どもも県のほうも課題意識を持っており、

体力向上アクションプランを立ててやっておるところでございます。 

体力向上については、例えば小学校の場合、昼休みを活用して、ハーフマラソンチャレンジ

カード、まあ佐々から佐世保まで、何日間もかけて、何キロ、何キロ、何キロとずっと印を付

けながら走って佐世保まで行った。じゃあ次は長崎までというような、業間を利用した体力向

上にも取り組んでおるところでございますし、現在までのところ御提示した資料のように、

佐々町内の子ども達の体力については、ほぼほぼ全国並みの体力を維持しておるのかなという

ふうに思っておるところでございます。ただ、柔軟性に課題が感じられますので、柔軟性につ

いては、その柔軟性を高めるのに効果的と言われているジャックナイフストレッチというのを

昼休みや体育の時間に行うという対策をとって、改善を図っていきたいと考えておるところで

ございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 
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９  番（川副 善敬 君） 

    これは部活動のガイドラインについても関係あると思いますけれども、これは教育長が県の 

委員会におられるんでしょ。そうすると、今度スポーツ庁が、学校の活動、部活などのガイド

ラインをまとめて教育長が入っている県の教育委員会の部会に諮問を出してますね。そうする

とこれはもうスポーツ庁で決まってることは、もう休養日に関しては中学校は週２日以上です

ね、高校はもう関係なかですけど、週１日。そうすると、活動時間は中学校、高校とも同じで、

平日２時間程度で休業日が３時間の基準を適用して週 16時間を超えないとの上限ですね。 

そしてまたこの私が言うのは、こういうふうに体力づくりというのは、部活動というのは、

体力づくりとそれから人間関係ですね、友達づくり、体力づくり、そしていろんな競技のまた

レベルアップもあるんですが、そうするとこれだけ制限するとですね、県教育は、教育委員会

の部会は 10 月までに押し出したでしょ。国のガイドラインはもうきてますから、そうすると

これ対外試合とか行ったときなどに困ると、制限時間超えてですね。そうするとそれの賛成も

あり反対もあるわけですね。 

 そこでお尋ねしますけど、この部活の制限ということで、体力づくり、また一般的にメリッ

ト、デメリットと、それと実効性と言いますか、実の効き目のある性ですね、実効性。どうい

う形でプラスに作用していくのか。この点はもう専門で、部会でされたと思うんですけど。ち

ょっと答弁いただけますか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君） 

    部活動の時間については、議員御指摘のとおり、国のスポーツ庁のガイドラインでは週 16

時間程度というガイドラインが示されております。当然それを受けて、県のガイドラインもま

だ未定ではございますけれど、16 時間という方向性を持って、検討が進めていかれるだろう

というふうに思っているところです。 

16 時間の根拠といたしましては、特に中学生の場合、骨の成長期にあるということで、運

動のし過ぎに起こる傷病等の危険性がある。医学的な見地から 16 時間ということが国から示

されてきたようでございます。 

なおですね、現在の中学校の部活動、普通の部活動でございます。普通のときの部活動は、

大体 16 時から 18 時の２時間程度、休日は半日の４時間程度、週あたりで言いますと 10 時、

８時間程度というふうになっております。ただ、どうしても土日の１日にかけての遠征試合で

あるとか、そういった部分について、非常にこう無理があるわけで、１週間あたり 16 時間程

度ということで、運動量としては確保できると思っておりますし、また先ほどありました体力

運動能力試験結果を分析したものを家庭に持ち帰って、自分達で筋トレ等のトレーニングもや

るというような指導も続けていきたいなあというふうに思っております。 

以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    なかなか実際にやってみないと、これはちょっと結果がわからんという状況ですね。しかし

ながらやはり、どうしてもやっぱり対抗試合がありますから、その中でいくらスポーツ庁が決
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めとっても、学校で決めても、オーバーする時間は出てくるんではないかと思っております。

だからそこら辺では、まだ具体的にはやってみんと、メリット、デメリットはわからん部分が

多いかなあと思ったんですけども、まあこういうふうにかわるもんでね、で、質問に、案件に

あげんたんです。 

    それと一つ。今度はなんやったかな。３番目か。児童生徒の登下校時の犯罪防止と安全確保

に対する取組み強化についてお尋ねをいたします。 

    新潟市で皆さんも御存じのように、小学校２年の女の子が下校途中に連れ去られて殺害され

ました。まだ、希望に満ちた子どもの将来が無断に断ち切られたことへの御家族の悲しみと、

学校関係者、友達の無念も察するに余ると思います。心よりご冥福をお祈りを申し上げながら

質問させていただきます。 

    この登下校時の安全強化といいます問題は、事件が起きたときはずっと認識するわけですね。

それでまあ、はっきり言いまして、かっても大阪教育大付属小の池田小学校の事件のときもあ

りました。それから一時その前後して、佐々小学校付近に不審者が多いということで、警察か

ら連絡があって、それも覚えております。その時とった対策というのは、佐々中学校の教員室、

校長室から全部運動場が見えるように対策とったんですね。そして、刺股っていうのかな、不

審者にこうあいするために、そういう対策をとったんですけども、今度の場合ですね、この事

件を受けながらどういうふうな対策と、対策取組みをされたのか。 

これ参考までに言いますと、連れ去り事件で子どもが被害に遭う件数は、年間でやっぱり

13 歳未満の子どもの被害が、略取誘拐で平成７年に 82 件、17 年で 72 件もあるんですね。表

に出ているだけで、これきちっとした記録ですけどね。 

それで、この対策はどういうふうにこの事件を受けて、いろいろ団体もあると思いますけど

も、登校の時は皆が見守る、団体登校だから、まあそう懸念はないですけど、下校になるとば

らばらやし、今度はまた町の中がざわざわする、そういう中でどういうふうなですね、今ある

組織と、それからどういうふうな取組み、対策をされたのかお尋ねを申します。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君） 

    子ども達の登下校の安全については、議員御指摘のようにですね、朝の登校時については、

佐々っ子応援団、またボランティアの方々に多く御協力をいただいて、そのことが一つの防犯

効果にも繋がっておるだろうというふうに思っております。御指摘のように下校時にどうする

かというのが大きな課題でございます。この事件が、事案が起こりまして、私共、警察のほう

とちょっと連絡を取りまして、パトロールの回数を増やしてほしいという要望はいたしました

けれど、じゃあ地域でどうするかということは、まだ具体的な解決策を見い出せずにいるとこ

ろでございます。校長会、それから近々に行います、学校と警察の連絡協議会等でですね、具

体的な対応について協議をしたいと思っておりますが、なかなかボランティア等の協力という

のは仰ぐのが難しいという現実の中でどうするかということが、大きな課題になるだろうとい

うふうに思っております。 

    それから、現在の状況をということでございましたが、現在不審者情報等があった場合には、

子ども達には、保護者の方にはまず警察にすぐ連絡をするように、そして学校にということで、

学校は、学校と保護者を結ぶ電子メールを持っております。その電子メールで不審者発生情報

を３校同時に発信をするということ。それから不審事案発生後１週間程度、ＰＴＡの地区委員

さんに、買い物の行き帰り等に見回り中というステッカーをはっていただくというような取組

みをいたしておるところでございます。そういった中で、町内の建設組合や商店街の方に佐々
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っ子応援団のステッカーを貼って、昼も回っていただいてるということにほんとに感謝してお

るところでございます。 

    以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    これね、いろいろ新聞等を見てますとですね、どこでも行動を起こしてるんですよね。これ

はね、組織、先ほど質問して、組織の答弁なかったですけども、組織づくりを今までですね、

しとるわけですね。それで何て言いますか、ホットスポット・パトロールって知っとるでしょ。

知らっさんですか。これを知らんならだめね、はっきり言って。これもう私図書館に行って、

全新聞見るばってん、ホットスポット・パトロールっちゅうのを強化って書いてある。そして

組織づくりは警察のＯＢです。ＰＴＡとね。そいで要するに危険場所を前もしたんですよ。危

険場所をね、全部チェックしていくんですよ、はっきり言うて。そして例えば樹木の多いとか

とか、陰になったとこと、そういうところを重点的にマップを作ってね、ちゃんともうしてあ

るところもありますよ、ほとんど。 

それで、私が例えば言ったのは、この前ちょうど佐々中学校のトイレば言ったでしょ。そう

すると部室があるでしょ。そしたらあそこに貝塚がある、全部大きくなってね。ああいうのも

ね、ホットスポット、危ないとこですよ。だから、すべてそういうものを一緒に組織を、今組

織あるんですかね、そういう見回りが。ないんでしょ。だからそれを組織がないとすれば、そ

ういう方達に中心になって組織づくりをして、そしてホットスポット・パトロールをお願いし

て、そいで、佐々町の危ないところをチェックしていくということをせんと。ただ、そがんし

てやりかねておりますって言うたっちゃ、どうにもならんですよ、よそば見たら全部対策起こ

して、かつアクション起こしとるわけですから。だから、起こしてないところはもうそういう

組織があるけんね。だから、そういう意味において、早急にせんと、佐々町は不幸がないけん

よかっていうわけではないしね。だから、それは子ども達を預かる教育委員会の責任ですよ。

だから、早急にそれはやってください。そうせんと意味がなかですたい。起きてからもうたま

らんですよ、こういう事件ばっかりやられたら。だから、そういうことにおいてね、どういう

ふうに今ひらめいて組織を作ると思ったか答弁してください。 

一つぐらい前向きに答弁してください、やりますと、いつから。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君） 

    ホットスポット・パトロール、もう一度よく勉強しながらですね、そういった組織またはそ

ういう対策をですね、早急に考えていきたいなあというふうに思っております。 

    現在、地区ＰＴＡとかもしくは健全育成会とかから、危険個所を出していただいて、特に小

学校ですけれど、危険個所については周知を図っておるところですが、よりそれを組織的にど

うあるべきかということを検討しながら対応をしていきたいと思っております。 

    以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 



― 平成 30年 6月 第 2回佐々町議会定例会（1日目） H30.6.19 ― 

- 32 - 

 

９  番（川副 善敬 君） 

もう１点だけ、この安全に関して。今防犯ブザーなどはどうなってますかね。防犯ブザー。

小中学生ね。小学生には特に要ると思うんだけど。これについての取り扱いは。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君） 

    防犯協会、警察のほうから防犯ブザーいただいたり、防犯ブザーだけではなくて、何て言い

ますか、電池が切れてもいいように、最近は笛をもらったりしておるところです。 

    以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    途中で座らしたけんですけど、その防犯ブザーというのは効力はあるのか。笛は全校生徒に

全部やってるのか。やってないようなら、教育委員会のほうで町のほうにお願いして、笛、全

部予算化するとか、そういうことをせんと、ただ答えるだけでは何もならんとですよ。どうい

うふうにするかっていうのをお尋ねしとるんだから。そこら辺のはどうなってるのか。 

    それとね、合わせもって、時間あるかね。 

    いっちょ忘れておりました。いじめと不登校、抜かしておった。いじめと不登校問題ば。こ

れ質問しとらんよね。（議長「そうです。してないです。」）えとですね、これもちょうど今

こういう時期には関連して、何か暗いような話ですけれども、これも解決していかんば問題で、

資料ばもろうたんですけど、25 年から 27 年まで、非常に中学校においては、17 年 17 人、16

人、17 人、28 年が 11 人、29 年が８人と、ですね２桁台なんですね。そいで僕らは記憶して、

ほかの議員さんがこれについて質問したときは、確か二、三名だったんですもんね、昔は。10

年前以上。そいで僕はいつか言ったように、これ見てびっくりしたんですね、こんなになって

るかと、いうことですが、小学校の場合ね、私は小学校は何ですか、小学校の場合はね、すい

ません、今んとは不登校って言ったかね、僕はいじめって言ったかね、（「不登校です。」の

声あり）不登校って言ったよね、不登校。不登校の場合は、これは小学校はほとんど１人だか

ら、中学校ですね、これやっぱり一番大事なときで問題なるんで、これ何でこんな２桁多いの

か、そりゃ教育長の答弁はね、こうくるだろうと思います。全国平均よりね、いいんですとか、

全国平均並みですよというけども、ここは田舎なんですね、田舎って言ったら失礼ですけど。

それぞれの地域の人の連帯があり、やっぱり知ってますから、自分の庭のように。だから、そ

この中でやっぱり地域と学校とやっぱりサポートしてやらんばいかんですね。だけん、こうい

うふうになんで県の平均より上なのかですね。それから、この不登校とは何らかの心理的、情

緒的、身体的あるいは社会的要因の背景による児童生徒が登校しない、あるいはしたくてもで

きない状況である。ただし、病気や経済的によるものは除くと書いてあるですね。この資料の

下にね。それと本当は病気、病気はまあ登校できないのもあるけれども、経済的な理由につい

ては、家庭全体の問題であるんですけど、親のですね、両親のいろいろな問題がある。経済的

な理由って、具体的には。これは不登校の、不登校から除外したらいかんちゃなかでしょうか

ね。そうするとこの経済的な状況については、今ソーシャルワーカーとかいろいろあるんでし

ょ。で、町の福祉のほうに繋がんばいかんですたいね。逆にそういう手続きを知らん人もおら
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すから。そういうところは、不登校の児童生徒にどうしてるのかですね。対応を。 

    それからいじめについては、これは解釈の違いも小学校あるけん問題ないですけど、中学校

ももう３人か４人ですから、それなりにいじめもやっぱり、どこで定義するかが問題なろうと

思いますんで。まあここにいじめ、いじめの小学校、中学校、町、いじめのあれ、策定してる

んでしょ。その中で対応してるんですかね。そうすると、主に対応するのは、組織の中で書い

てありますけれども、どういうふうにこの策定の分の中には対応するように書いてあるんです

かね。そいでその家庭の、家庭のさっき言った不登校の問題はどういうふうに繋がれるのか。

経済的な問題。もちろん教育委員会が、それはタッチしませんけどね。ただ、貧しくて出てこ

ない、いろいろ問題があるっていうときはやっぱり、言い方悪いですけど、生活保護を適用さ

せたりですね、それに準ずるものをすれば、結局、十分給食もできるし、それからいろんな制

度もありますから、そういう対応をしてやることが、繋ぐことが教育委員会の責務だと。あと

は、町のほうで対応する。だからそこら辺のあれはどういうふうに繋いでおられるのか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君） 

    まず、不登校のほうからよろしいでしょうか。不登校については、これは本当に佐々町の場

合申し訳ない、本当に申し訳ないと思いながら、27 年度までは 17 人、16 人、17 人というふ

うに、全国並みと言うよりも、全国より多かったような状況にございました。28 年度でやっ

と全国並みになったというような状況でございます。 

    不登校については、いろいろな要因があるわけで、なかなか改善を図ることが難しいという

ことで、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等、また心の相談員等を置いて、

心の教室、相談体制の整備を行ってきたわけですけれど、一定の成果はあったものの、不登校

になってからでは遅いという発想から、平成 27 年度から集団への適応性を客観的に判断する

Ｑ－Ｕ検査、心理検査です、Ｑ－Ｕ検査を全児童生徒に実施して、不登校対策に取り組んでお

ります。発想としてはうまくいくかどうか、うまくいきつつあるのかなと期待はしてるところ

ですけども、早期発見よりも予兆の段階での対応ということで、学校とともに取り組んでおる

ところです。 

    29 年度に若干ではございますけれど、経過の傾向が見れますので、これがその取組みの成

果であるとするならば、更にこの取組み、予兆の段階での対応ということを充実していきたい

と思っておりますし、不登校になった、学校に来ることが難しい子ども達には、心の教室相談

員等による訪問学習、家庭に行って、数学を教える、算数を教えるというようなことを行って、

学習意欲の維持、それから進路に対する不安の軽減ということにつなげていければなあという

ふうに思っております。 

    それから、経済的理由については、議員御指摘のとおりでございます。それだけではなくて、

複合的な部分があるわけですけれど、スクールソーシャルワーカーを通じたりしながら、保護

制度、補助制度がありますので、そちらのほうにというようなことを話をしておりますし、学

校にもですね、そういう意識で補助制度を活用するようにということで話しをし、対応をして

おるところです。 

    いじめについては、この対応については、各学校で昨年度一部改定をいたしました、いじめ

防止対策基本方針を基に対応しておるところですけれど、第一義的には、担任が対応いたしま

すが、担任が抱え込むことがないように、週一回または随時に開かれる、校内のいじめ不登校

対策委員会の中で協議をして、もちろん管理職も入るわけですが、多方面からのよりベストな

対応を考えて対応をしておるところでございます。 
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    なお、いじめについては毎月学校のほうから私どもに報告をあげるということになっており

ます。幸い、今のところ重大事案というのは発生しておりませんが、いつ重大事案が発生する

かもしれないという危機感を学校と共有しながらですね、今後とも取り組んでいきたいという

ふうに思っております。 

    以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    私が言いたいのはですね、そういうしたいというのはわかりますけれども、実際にその、例

えば子どもと親のホットラインとか、いじめ相談の窓口とかですね、ここに中教審の働き方改

革のまとめの中にも出てきておるように、やはり支援を必要とする生徒は、関係地域及び福祉

等との関係機関との連携ですね、これを今変更になってるんですよね。だから、学校の先生の

負担をなるべく減らそうというのが、この中教審の答申なんですね。だから、そういう意味に

おいて、具体的にやはり何て言いますか、その前に対策をやっぱりせんばいかんとです。起き

たら繋ぐ。もう時間になるけん、こいでやめときますが。 

    そしたらあとは学校給食ですかね。学校給食の無料化と徴収についてお尋ねをします。これ

は無料化ということですけれども、昨年の９月ぐらいに資料をもらってたんで、時間が無くて

できませんでした。そいで、改めてお尋ねしますけれども、今子育て所帯の経済的負担の軽減

と定住促進のためと、給食費の無料についてですね、現在小学校で 4,000 円、中学校で 5,000

円ですね、そして４月から２月で定額で３月で調整するという形ですけれども、佐々町の場合

は無料化すると 4,000万ぐらいいると。これまあ、町長のほうに答弁いただかんばごとなるか

もしれんですけども。そうするとですね、いろいろ対策を今立ててますけれども、やはりよそ

の太良町ではこれやってますね、３年前から。それから、佐賀県では伊万里、江北、白石、三

養基とかいろいろ町で、給食費の補助をやってるんですけども、これについてはですね、やは

り、何で私が無料っちゅうと、やっぱり定住促進という意味もあります。そういう意味でです

ね、無料にできないかと。それからもう一つはですね、準保護と要保護所帯の就学対象対応分

というのがあるんですね。これが今 182人ですね、これだけ今増えてるんですね。はっきり言

うて。この中でやはりあと入学するときに、制服とか中学校でいろいろいりますんで、そうい

う意味においてもこれは先だって補助するべきではないかなあと思うんですけれども、これに

ついて、財源的な問題もあるでしょうけど、どっちがお答えなりますか、町長。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    学校給食の無料化といって、徴収ということでお話があっております。やはり子育て世代の

負担軽減ということで、大変拡充というのはなかなかいいことじゃないかと思っているわけで

ございます。 

先ほどお話がありましたように、全国で 83 市町村で給食費の無料化が実施されているとい

うことで、近隣では先ほどもお話がありましたように、佐賀県の太良町、上峰町、江北町、

３町が実施されておりまして、ほかに熊本とか宮崎とか鹿児島でも実施されています。この完

全に無償化を実際やっている市町村というのが、ほとんどは議員も御存じのように、人口１万

人以下ということで、児童生徒数も 700人から 900人程度ということで、本町よりちょっと小
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規模な自治体が実施されているようでございますけど、2011 年から少しずつ各市町村もそう

いうことで増加傾向にあるわけでございます。 

本町では、小中学校では給食費として、小学校は 4,000円、中学校は 5,000円を月々徴収し

ているわけでございますけど、平成 27 年から地方創生事業としまして、町内の小中学校に所

属する子どもさんを持つ保護者の方の給食費の負担軽減を図るということで、学校給食費の負

担軽減事業ということを開始いたしまして、第１子が 20％、第２子が 40％、第３子以降が

80％の補助を行っているわけでございまして、30 年度が町全体の補助金見込額が 1,700 万円

程度となっておりますが、これを先ほど議員がおっしゃるように、全額を無償化した場合、新

たに 4,000万円の追加予算が必要ということで、全体的に 5,700万円程度の町単独費が必要な

のではないかと考えているわけでございまして、やはり子育て世代の経済的な負担の軽減とい

うのは、定住促進、先ほどおっしゃられましたように、やはり定住促進とか、特に若い人たち

の世代の定住促進が有効な手段ではないかと、我々も考えているわけでございます。 

しかしながら多額の負担が必要な状況が見込まれるということで、やはりこれは全体的に福

祉とか教育振興とかいろいろな制度全体でですね、やはり考えて検討する必要があるんではな

いかと思っていますので、そういうことを全体的に検討しながらですね、考えさせていただき

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    時間も無いようですから、簡単に申し上げます。私が先ほど言いましたように、これだけ準

保護、要保護者が増えているということのことですけれども、できればやはり限定補助でもね、

するような形をある程度とってもらいたいと思います。 

    それから徴収方法、業務についてお尋ねします。これは、８番議員も一般質問されたと思い

ますけれども、今現在集金業務を担当する人の人件費を町が負担して、教職員は児童生徒へ徴

収袋を返して、徴収が袋を持って来てするんですね、全部。で、校長の名義で預けるんでしょ。 

    ところがですね、やはり今私が言うたように、やはりいろんなお金を袋に持って入れてくる

場合と、それからその要保護、準保護の生徒の場合には、そういうものをやらない。そうする

と自然にあなたはなぜなのと、負担してないのって、そういうことが発生するから、僕は無料、

ここにも適用できると、差別化がね、いじめも減ると。まあ私の気のせいですけど、私もやは

り給食費払えなかった時ありますから、父の事業失敗で。その時は本当にそういう寂しい気持

ちになったことがあります。だからそういう意味において、やはりその子ども達がですね、そ

ういうふうに一歩下がった形になるんじゃないかと。片一方はお金を払うとですね。そういう

意味でどうなのか。 

    そしてまたですね、ここにこの中教審のまとめ案で、学校徴収金の徴収・管理というところ

で、学校給食は教材費、修学旅行費等の学校徴収金については、銀行振り込み・口座引き落と

しで徴収している例が多い。しかし、依然として手渡しの例もみられることから、銀行振り込

み・口座引き落としを基本とすべきであるという、指導要綱に書いてあるんですね。だからそ

れを、そういう時代にきてるんじゃないかと、自治体が管理するということでですね、振り込

みと公金管理、公金でですね。そういう形で私はね、これを今度は中教審で出とるから、これ

に沿って政策を実行していくと思いますから、そこら辺は教育委員会としては、町のほうに言

って、そして振込手数料などは、町が持つわけですね、交渉して。省くこととする。子どもも

徴収袋でお金持って来んから危険もない。お金失うたとか何とかでね。そういう方法ももう時

代の流れですから、検討していただきたいと思います。徴収業務についてはですね。そういう
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意味において、これはもう前向きにね、進んでいただきたいと。もうとにかく先手先手でいか

んとね、問題が起きてからはいかんということですよ。そういうことで、答弁したら時間なか

ろ。答弁したら時間なかけん、これはよか。 

    そしたら、あと最後に――― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    あと、川副議員、数分しかございませんので。 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    そんなら、いきます。簡単に。中教審の働き方中間まとめ案についてしておりますけれども、

これ、上の分は飛ばして、この中で業務の仕分け案の有無ですね、業務の。そうすると学校以

外、自治体住民が担うべき業務、それから２点目は学校の業務とは必ずしも教員が担う必要の

ない業務。３点目は業務、教員の業務だが、負担軽減可能な業務とあるが、この件について、

具体的に上げていただきたい、何点かずつ。今の３項目仕分けについて。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    いいですか、あと２分。 

    教育長、あと１分きりましたので、どうぞよろしくお願いします。 

    教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君） 

    ガイドラインについては、議員御指摘のような３つの仕分けがなされているところでござい

ます。上げる分については、仕分けの表がありますので、それに代えさせていただければと思

っておりますが、具体内容についてはですね、私自身も本当にそれを学校がやらないと言って

いいのかどうかという、まだ私の理解が足りないのか、その具体が見えない、どこまでどうす

るのかというのがよく見えないところがございます。今一度検討しながら進めさせていただき

たいなあというふうに考えております。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    ９番。 

 

９  番（川副 善敬 君） 

    具体案はわからんって言わすですけど、ここの中教審の答申の中でもこれ具体的に書いてあ

るとですよね。ですね。そいで、わかりやすく大事なところをとってあるわけですよ、今言う

たように、仕分けがね。だけんそういう答弁じゃなくして、時間があればここはこうなんです

よと、こういうところは先生がしなくていい、ここは自治体と地域住民なんですよ。大事なこ

とですよ。その答えはこの中で。だからそういう答弁はだめですよ。時間がないけん、これ以

上言わんですけど。これは大事なことやけん、まだわからんとか何とか言われんですよ、大事

なことよ。 

    はい、以上で終わります。 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    以上で、９番川副善敬議員の一般質問を終わります。 

    次に、一問一答方式により、５番阿部豊議員の発言を許可します。 



― 平成 30年 6月 第 2回佐々町議会定例会（1日目） H30.6.19 ― 

- 37 - 

    休憩が必要でしょうか。 

    暫時休憩します。 

 

  

（14時01分  休憩） 

  （14時07分  再開） 

 

― 日程第６ 一般質問（阿部豊議員） ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。   

 次に、一問一答方式により、５番、阿部豊議員の発言を許可します。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 ５番、阿部豊でございます。議長の許可を得ましたので、質問要旨に基づき、通告に基づき

質問させていただきます。 

 一般質問、29年７月に、２期目の１回目の質問をさせていただき、１年ぶりということで

２回目でございまして、大分緊張しながら質問させていただきます。よろしくお願いします。 

 私が、今回、質問事項に上げておりますのは、平成29年７月に一般質問、３項目させていた

だきました２項目について、再質問という形で取り上げさせていただいております。 

 １項目目、子ども医療費助成制度についてということで、29年７月一般質問した内容の進捗

状況と今後についてということで、通告をさせていただいております。 

 どのような質問だったのかということで、一応、住民の方々には、佐々町議会のほうで、

ホームページで佐々町議会の会議録も開示しております。29年７月第２回佐々町議会定例会の

１日目に質問させていただいておりますが、長崎県内の子どもの医療費助成制度ということで、

現状、少子高齢化、人口流出県である長崎県が抱える課題としまして、子どもを育てやすい環

境を整備するべきではないかという観点で質問をしております。 

 本町において、県内同一でございますけれども、皆さん、立ち位置で現役子育て世代の方は

御承知かと思いますが、それ以外の方、これから子育てをしようと思われている方々も含めて

制度の概要を説明しますと、乳幼児医療制度ということで、県内同一で、未就学児までは医療

機関ごと１日800円、２日以上で1,600円ということで、病院の窓口で負担をし、医療を受けら

れる環境が整っております。現物給付という状況になります。 

 佐々町においては、27年10月診療分から、新たに中学校卒業までの医療費を、同様の内容で

助成をするということで制度が改正されております。町内の中学生までは、医療機関ごと１日

800円、２日で1,600円、しかしながら、小学校から中学校までの児童生徒につきましては、医

療費につきましては償還払い方式ということで、窓口でかかった保険負担割合の分は負担をし

て、領収書をいただき、月ごとにまとめて町のほうに請求をして、先ほど申し上げました医療

機関ごと１日800円、２日以上で1,600円という助成が受けられるというような制度でございま

す。 

 これは、前回の質問の際には、私が申し上げたのは、住民の方々はどういった意見をお持ち

かというと、中学生までになって、非常に制度的にはありがたいけれども、いわゆる申請手続

等々に煩わしさや、共働き世帯等の方々もいらっしゃって手間がかかると、改善していただき

たいと、また、ひとり親家庭につきましては、その立てかえるという部分について厳しい経済

状況もあるということも聞き及んでおります。 

 そういった提案を含めた質問をさせていただきましたが、町長のほうからの回答としまして



― 平成 30年 6月 第 2回佐々町議会定例会（1日目） H30.6.19 ― 

- 38 - 

は、県政への要望や近隣市町村と協力して制度化をしていきたいということで、県知事を含む

県内の首長のスクラムミーティング等での要望は行っているんだよというような回答をいただ

きました。では、課題は何なのかと申し上げますと、佐々町だけでも進めていただけないのか

と、町内の医師会に協力を頼んで進めていただけないのかというような、アクションを起こし

ていただきたいというふうな提案をしたところ、努力をしていくというふうな回答をいただい

ております。 

 内容につきましては、総務厚生委員会で調査して、現状どうなっているか、私自身は認識し

ておりますけれども、広く住民の方が、この一般質問等には会議録も作成し公開しますし、傍

聴されている方々も多数いらっしゃるということで、あえて今回質問をさせていただいており

ますので、現状の進捗状況と今後についての確認をさせていただきたいと、１問目で。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 議員の子ども医療費助成制度についての御質問につきましては、平成29年の７月の一般質問

において、私の考えをお話しさせていただいたと思っております。特に、高校生までの医療費

の助成については、任期中に御提案させていただきたいということであったかと思っておりま

して、また、議員からも、現物の給付化についてのアクションを起こすかどうかということに

つきましてお尋ねがあったと思いますが、努力をさせていただきたいということでお答えをし

たわけでございます。 

 １年を経過しての進捗状況と今後についてのお尋ねでございますけど、１年前もお話あった

とおり、現物給付化について、県内自治体がやはり統一した取り組みという点では、ほぼ現実

的には実現が難しいという状況ということで、今、考えているところでございます。その中で、

本町の進捗状況としまして、昨年８月から町内の医師会、それから歯科医師会、薬剤師会の方

あるいは各機関の役員の先生に現物給付の取り組みについてお話を伺いながら、担当課で課題

等の整理を行っている状況でございます。 

 一方、国保連合会とそれから社会保険支払基金との現物給付の際の事務手続及び事務処理ス

ケジュール等について確認をさせていただきました。現物給付の対象地域につきましては、

１年前の答弁と重なるところもございますが、まずは町内の医療機関に御理解と御協力をいた

だきながらも推進していきたいと考えて、調整を進めているわけでございます。 

 また、町内医師会の皆様、役員さんから、町内の子供にとって現物給付化はよい制度である

から、実現するようであれば、構成される北松浦の医師会それから北松歯科医師会、県北薬剤

師会の単位を範囲としまして取り組まれてはどうかというアドバイスもいただいているわけで

ございます。 

 今のところ、佐々町、小値賀町、松浦市、平戸市を管轄する関係機関への制度導入に当たっ

ての事務の流れとか、制度の説明や本町の協力体制について、各事務局を通じながら担当課と

調整を進めさせていただいておるわけでございます。導入についてのノウハウにつきましても、

長崎市、平戸市、松浦市などが先進の自治体との御協力をいただいて進めている状況でござい

ます。 

 また、５月23日開催の所管委員会において、佐世保市内の医療機関との利用についての御質

問をいただき、所管課から答弁したように、６割程度が佐世保市内の医療機関利用という状況

でございます。担当課においては、佐世保市医師会事務局、佐世保市の歯科医師会事務局、そ

れから佐世保市薬剤師会の事務局を訪問し、協議の場を設けていただくように、今、お願いを

している状況でございます。 
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 また、福岡市立こども病院への単独協定についても御提案をいただいておりますので、その

件につきましても確認を行っておりますが、県単位での協定が行われているという状況でござ

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 いずれにしましても、近隣自治体との協力がいただけなければ、足並みをそろえた制度にな

ろうかと思いますので、それぞれの考え方もございますので、繰り返しになりますけど、本町

にできる範囲を模索しながら進めている状況でございます。 

 なお、医療費の現物支給化の導入に向けての本格的な取り組みは、条例整備を伴いますので、

現時点では導入に向けた準備行為にとどまっているという状況でございますので、よろしく御

理解をいただければと思っています。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 アクションを行っていただいたと、前向きな回答をいただいているというふうに私自身は認

識しているんですけれども、とりあたって、町内の管轄されている医師会、薬剤師会、歯科医

師会そういった医療関係機関の御協力があって、先駆け的に町内だけでも実施が可能なような

取り組みを推進していらっしゃるというふうに聞き及んでおりますので、そこのところ、条例

改正も伴う案件ではあられるかと思いますが、見通しといいますか、そこんところを住民の方

も見ていらっしゃると思いますので、今後についての見解を、再度回答していただければ有り

難いかと。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 いいですか、町長。 

町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 見通しがちょっとなかなか難しいわけで、先ほど申しましたように、やはり６割程度は佐世

保市、佐世保市などに受診しておられると。４割は佐々町内で受診しておられるわけでござい

ますけど、やはり全体的な医師会、歯科医師会それから薬剤師会という御協力がなければ、な

かなか難しいと思っていますので、そういうことができるように、我々も努力したいというこ

とで思っておりますので、どうぞ御理解をいただければと思っています。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 町長の政策で掲げられていた高校生までの拡大と現物給付が、セットで大分進んでいるとい

うふうに私自身が聞き及んでおりますので、そこんところの状況を、まだ確約されたものでは

ないやもしれませんが、大体スケジュール的にどのように関係機関と連携を持って進めている

んだよと、目標年月っていうか、年次を言っていただければ、執行側が目標としている年次、

どこまでが可能で進められているんだよと、いうところの御回答をいただければ、住民の方々

も理解しやすいというふうに考えますので、そこんところを御答弁いただければと思います。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（大平 弘明 君）   

 住民福祉課長。議員の今の御質問につきましてでございますけども、現在、事務レベルで調

整をさせていただいております。その中で、条例等の整備が整えば、それから事務的な手続等

にやはり２か月ぐらいはかかるだろうということで、各関係機関の事務方のほうからのお話は

いただいております。どうしましても条例等が整備されてから後ですねということで、お互い

の確認はとれているような状況でございますけども、それからテーブルにのって協定それから

支払基金等への手続等、それからデータ等の実際のチェック、そういったところを進めながら

実現に向けて努力をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 ありがとうございます。期間的に、条例が改正されて２か月ほどがスタート年月になるんだ

というような御回答でございました。上程されている条例等もあると思いますので、そこのと

ころで明らかになると思いますので、期待をしておきたいと思います。 

 また、この関係機関の協力に当たって、先輩議員のほうにも私お願いして、協力をいただい

て、佐々町全体としてこの事案を進めていっていただいたような経過があるんじゃないかと思

います。みなさんが同じ方向を向けば、実現していくんだなというのを私自身も実感しており

まして、町長の政策実現が早期に、まずは１個実現するのかというのは敬意を表しておきたい

と思います。住民福祉の向上につながる政策と考えておりますので、期待をしておきたいと思

います。 

 ２問目です。学校給食の在り方についてということで、同じく平成29年７月に質問させてい

ただいております。 

 この案件につきましては、学校給食のあり方ということで、町自体も喫緊の課題だと、子ど

もの口に入る、学校給食の衛生基準への対応とアレルギー食の対応、施設の老朽化、諸課題が

あり、喫緊の課題であるということで、行政改革委員会に諮問され、委員会からの答申が出て

いるということで、内容としましては、給食センター化の方針であったというふうに認識して

おります。 

 教育長の回答としましては、平成28年度に学校施設等整備計画の検討に当たり、給食セン

ターの施設規模等の検討を行ってきたとの回答、政策的な首長の方針としましては、町として

は安全・安心な給食というのを目標とするためには、やはり給食センター方式、共同方式をす

べきだという認識でおるというふうな答弁をいただいております。 

 また、これは29年７月の回答で、一応、目標年次ということで、町長もなかなか年次は示し

たがられなかったんですが、「来年度を目標に、皆さん方にお示しをさせていただきたい」と

の御回答を得ております。現状、どのように協議をなされ進んでいるのか、進捗状況と今後に

ついての御回答をお願いしたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 
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町  長（古庄 剛 君）   

 学校給食の在り方についてっていうことで、これも平成29年の７月の議会におきまして、学

校給食のあり方っていうことで御質疑を受けているわけでございます。 

 平成27年の４月３日に、行政の経営改革委員会から答申を受けておりまして、現在の学校給

食施設の老朽化ということ、それから学校給食の衛生管理基準への対応等が指摘されておりま

して、その中でも喫緊の課題っていうのが、先ほど申されましたように、アレルギー食の専用

施設というのがないわけでございまして、それを備えた施設の整備が急務であるということで

ございます。 

 町としましても、町が責任を持って安全・安心な給食を提供するっていうのは、早急に急が

なければならない、取り組まなければならないと考えているところでございまして、この１年

間、平成29年度においては、公共施設等の総合整備管理計画に係る10か年計画事業というのを

策定しておりまして、ことしの３月の当初予算の勉強会において、議員の皆様方にも御提出を

させていただいたところでございます。 

 町の公共施設等の全体を見た中で、施設の建てかえ、改修等を年次的に行っていくためには、

やはり財政的な面からっていうのが一番大事でございまして、一般財源の平準化っていうのも

考えていく必要があるということでございます。しかしながら、学校給食施設については、将

来の佐々町を担う子どもたちの食育とか成長に関するところの大変重要な施設でありますので、

学校施設整備計画の中で最初に取り組むべきものということで認識しておりまして、そういう

ことで考えておりますので、御協力方をよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 具体的に質問したことにすとんと答えて落ちてこないのが、正直回答になっているのかなあ

というのが、私自身がちょっと認識不足なのか、聞いていらっしゃる方がすぐわかるように、

質問と回答にしていきたいと思いますが。 

 結局、町長は、現状ある老朽施設の給食センター、自校方式、小学校２校、中学校１校、老

朽化していると。諸課題があり、給食センター方式を政策的に実施していきたいと政策方針を

示されたというふうに私自身認識しております。 

 再度、佐々町行政経営改革委員会、平成27年４月３日答申書として、佐々町立小中学校にお

ける今後の学校給食のあり方についてということで、答申書を出されております。もう実によ

く議論された内容であり、苦労も感じるところでございますが、最後に、参考としまして、給

食センター調理方式への移行に伴う町が対応すべき項目等ということで、これは私自身アクシ

ョンプランではないかなというふうに認識していますが、４項目上げられているんですよね。 

 町長が政策を示されたわけですから、そこでどういうふうなアクションを行って実現してい

くかということをしていくべきではないかというふうに私自身感じているものですから、この

中でどういったアクションを起こすべきか、給食センター調理方式に移行することについて、

保護者等へしっかりと説明を行うと、必要性とか具体的な項目がこの中で９項目示されていま

す。 

 また、建設用地についての以下の点について調査検討を行うとか、直営、民間委託、民営の

方法については、調理業務委託に係る概算費用の調査検討とあわせて、直営で進める場合での

適正な正規職員の配置を含めて調査検討すること、より効果的な運営方法により実施するもの

とするとか、４点目が、民間委託による方法が望ましいという判断になった場合には、保護者

の方が不安を感じることないよう、以下の点についてしっかりと説明することということで、
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12項目、アレルギー食対応等とのこういった対応すべき項目と掲げられているんですよね。 

 協議をなされ、どういった課題があり、現状進んでいるのか進んでいないのかっていうのを

確認したいんです。１年前に答弁をさせていただいております。そこで町長も政策的には給食

センター方式で進めていきたい、喫緊の課題だというふうに政策目標としてもう言われており

まして、来年度を目標にと、この「来年度」と発言したから来年度何もできとらんじゃないか

ということで責めているわけじゃないんですよ、そこは誤解がないように。目標を示していた

だいたのはありがたいと思いますし、そこが仮に進んでいないのであれば、こういった課題が

あって進んでいないんだよというような回答があるのかなというふうに私自身認識しておりま

すので、そこんところの進捗状況と、進んでいるのであればどこまで進んでいるよと、進んで

いないのであれば、どういった課題があり進んでいないのだというような答弁をいただけるも

のかというふうに認識しておりますので、そういった観点での御答弁をいただければと。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 これは29年度にも、前もお話していますけど、公共施設総合の管理計画っていうのを立てる

っていう、10か年ですね、これに組み込みたいということで、やはり全体的な財政計画ってい

いますか、そういう中で検討させていただきたいということで、今回やってきたわけでござい

まして、そういう中で、やはり先ほど何項目かあるということでお話をお聞きしました。あり

ます。その中で、やはり町としましても、やはりそれを検討するというのは、やっていかなき

ゃならないということで、教育委員会の中で30年度の予算を計上しましたように、組織検討委

員会を立ち上げて、それを検討させていただきたいと、そういうことで７月に立ち上げたいと

いうことでお話を聞いておりますので、そういう中でいろんな検討、勉強会とかをさせていた

だいて、その検討会と並行しながら、学校施設の整備の基本方針案についても策定するという

ことで、それがまとまれば、やはり議会の皆さん方にもお示しをしてやっていきたいと、御説

明をさせていただきたいと考えているというとこでございますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君）   

 町長が答弁いたしましたように、教育委員会といたしましても、子供たちの食の安全、アレ

ルギー対策、食育の推進という観点から、早急に改善を図る必要があるだろうというふうに思

っております。 

 また、委員会といたしましては、先月５月に熊本県御船町の学校給食センターに視察研修に

参りました。具体的に建設構想から工事運営に至る経緯等を細かに視察させていただきました

し、1,500食規模の施設の内部備品等、また工事にもしくは規格にかかる場合にはこういうと

ころに注意したがいいという具体的アドバイスを受けてきたところでございます。 

 早速、来月７月中には、学校給食施設整備検討委員会を立ち上げるよう準備を進めてまいり

ますし、町部局との調整、議会への皆様への御理解をいただけるよう、しかるべき時期に御説

明させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 確認です。この27年の４月に佐々町行政経営改革委員会が立ち上げられたのは、行政が抱え

る課題をさまざまな視点で解決するための諮問をされ、この答申が出てきたんじゃないかなと

いうふうに私自身感じているんです。今回また検討委員会をつくられるというふうに、悪いと

申し上げているんじゃないんです。いつになったら実施段階に移るのかなというところがちょ

っと見えないわけです。 

 やはり財政計画を立てるためにも、これハード部分も財政計画も含まれますから、実施目標

年度、センター化するというのは、もう町長、政策的に示されたわけですから、あとは関係各

位の御理解を得るための動き、アクションをして実現できるのかというアクションに入ってい

く段階じゃないかなというふうに思うんですけど、答申をされたのをまた検討するというとこ

ろで、この検討委員会はいつまでされて、どこまでの検討を目標とされるのか。私、この行政

経営改革委員会で示された答申というのは、実によくできているものだというふうに認識して

いますから、これをさらに検討するっていうのが、どのポイントを検討しなければいけないの

かというところが、私自身見えませんので、そこのところを確認させていただきたい。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 いいですか、教育長。 

教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君）   

 議員御指摘のように、行政経営改革推進会議は、非常に精緻な議論をしていただいておりま

すし、大きな方向性としてお示しいただいたことは、全くすばらしいことだと思っております

けれど、ただ、確かに保護者の方は入っておられますが、すばらしいメンバーで構成された委

員会ではございますが、学校、校長とか栄養教諭、調理員等の参加がないということで、どう

しても学校給食の改善については、保護者並びに学校、そこで働く調理員さんたち等の御理解

をいただくことも必要だというふうに思っておりますので、今後、学校給食の在り方も含めた

学校給食施設整備基本計画を検討して、そして具体的な建設の方向性ということで考えていき

たいというふうに思っているところです。行政改革委員会のこの精緻な議論については十分に

活かしながら、この先進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 再確認です。わかりました。教育長の、私の今の説明の認識では、経営改革委員会が示され

た給食センター調理方式に移行することについて、保護者等へしっかりと説明を行うという概

念のもと、その関係者によっていただいて検討を行うというふうな認識なのか、そういった認

識で私はとればいいのか、そこんところ、結局、町長、選挙で選ばれた首長の政策提案はセン

ター方式だということですので、それの説明とそれに係る諸課題についての課題を検討するた

めの検討会を開くということなのか、再確認をさせてください。それと、その検討会議で、結

局、実施目標年度が示されるのか、そこまで確認させてください。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君）   

 議員御指摘の両面を兼ね備えていかなければならないだろうなというふうに思っています。

保護者また学校関係者の理解を得るということのため、それからもう一つは、行政改革委員会

の答申はすばらしいものでございますけれど、実際に行うとなった場合、敷地等の問題、それ

が具体的に達成可能であるのかどうか等について、再度、具体的なところを詰めなければなら

ないだろうなというふうに思っているところです。当然、町の公共施設等総合管理計画に係る

10か年事業計画等と整合性をとりながら、実施年度また今後の計画等についても、この中にま

とめなければならないというふうに考えております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 再確認です。今の答弁の中で、土地等の課題があるというふうにもとれました。そういった

諸課題を協議検討し、今年度中にそういった諸課題の課題解決のための検討を行って、実施目

標年度が今年度中に示されるのかの最終確認だけお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 教育長。 

 

教 育 長（黒川 雅孝 君）   

 先ほど町長答弁にもあったと思いますが、31年度に基本設計、実施設計ということを目標と

しておりますので、本年度中にそれに間に合うようにやっていきたいと思っておりますし、そ

のために委員会開催の予算も当初予算に上げさせていただいたところでございます。 

 用地等については、行政改革委員会のほうでは、中学校敷地にというような答申が出ておっ

たところですけれど、なかなかこう難しいところがあるのではないかということで、再度この

あたりも検討しなければならないというふうに思っているところです。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 わかりました。平成31年度に基本計画と実施計画が定められるということですね、今の答弁

は。 

 結局、具体的にいつ始まるんだろうかっていうのが、一番、やはり預けられている保護者の

方々、アレルギー食等々で不安を、今、働かれている方々の努力によって事故なく現状きてい

ます。そういった労働環境の改善というポイントもありますから、関係者方々は、結局プラン

は上がっているが、いつ実施されるのかというところが見えないというのが現状じゃないかと

思うんです。小学校で６年間、中学校で３年間、子どもたち１年１年大きく成長していきます
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ので、その目標、平成31年度基本計画、実施計画を定められて、具体的にアクションプランが

示されるというふうな認識でいいのかの最終確認だけお願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 今、先ほど教育長さんがおっしゃられましたように、教育委員会で検討者委員会を立ち上げ

るということでお話を伺っておりまして、これは、今年度中にある程度の結論は出るんではな

いかと私は思っています。 

 阿部議員も御存じのとおり、公共施設の管理総合管理計画に係る10か年計画事業ということ

で策定したということで思っておりますけど、その中で学校の給食施設については、これは最

短でございますけど、計画の中で最短で31年度に基本設計、実施設計ちゅうことで考えており

まして、33年度には供用開始、一応目標は立てているということでございまして、これは予算

等の関連がありますのでどうなるかわかりませんけど、そういう計画を公共施設の管理計画で

は立てているということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君）   

 具体的にわかりました。平成31年度に基本設計、実施設計がされ、平成33年度供用開始が目

標であると。関係各位の御努力によって、一日でも早く事が実現することを期待して、質問を

終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 以上で、５番、阿部豊議員の一般質問を終わります。 

 55分まで暫時休憩といたします。 

 

 （14時44分  休憩） 

 （14時53分  再開） 

 

― 日程第６ 一般質問（須藤敏規議員） ― 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、一問一答方式により、須藤敏規議員の発言を許可します。 

８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 それでは、質問通告書に基づきまして質問をさせていただきます。 

 農業振興の見直しということで、昨年の３月定例会で農振の見直しについて質問をいたしま

した。答弁が、見直しが必要があるかどうか、県と協議をしながら進めていきたいという答弁

を受けておりますので、既に15か月ほど経っておりますので、協議状況についてお尋ねをいた

します。 
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 それから、前からにあわせまして25年度見直し後の除外申請が何件あったのか、その内容に

ついてお知らせをしていただきたいと思います。お願いします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 須藤議員も御存じのとおり、農業振興地域の見直しというのは５年に１回おおむね行われて

いるわけでございますけど、30年がその年に当たるということで、現在、基礎調査を始めて作

業を進めているところでございます。 

 見直しについては、国はもとより県と事前に協議しながら、具体的な土地利用の計画の有無

について定めながらやっていかなきゃならないと考えておりまして、これについては平成29年

３月の定例議会でお話がいろいろあっておりまして、そういう答弁をしたところでございます。 

 具体的にまだ協議は進んでいないわけでございますけど、今回の見直しでは、やはり農業的

な土地利用についての耕作条件のよい圃場については、今後も農地としての土地利用というの

が進めていく方向で考えているところでございまして、大幅な見直しっていうのはないと、行

わないと、今のところ考えているわけでございますけれども、やむを得ない事情で農地の手放

しがある場合は通常の除外申請等で行うなどして、柔軟な形で進んでいきたいと考えているわ

けでございます。 

 それから、さっきの数字につきましては、担当課長をもって説明させますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 御質問いただいております平成25年度以降の農振除外の申請の件数と内容になりますけれど

も、申請のほうはですね、件数４件ほど上がっておりまして、見直しと同様の作業の手続を行

いまして、県関係機関の意見を伺いながら手続を行いまして、結果、除外となりまして、件数

的には４件という形になっております。 

 合計の面積で言いますと、2,023平米を除外という形になりまして、除外のところは地目が

田であったものから、除外後は宅地という形で進められているものです。宅地のほうが２件あ

りまして、１件が駐車場と、あとは商業的な宅地ということで１件ございまして、合計の４件

ということになっております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 15か月も経って協議はまだは終わっていないということで、進んでいないということですか。

私たちが一般質問は、ひとり言と寝言ば言いよるごと聞いとらすとですかね。失礼じゃなかで

すか、15か月も経ってね、進んでいないっていうのはですね。 

 もう既に御存じと思うんですけどね、農業用土地と都市的利用っていうのをですね、区分け

して、政策をどのように打っていくかっていうのが農振地域の目的なんですよね。じゃないで
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すかね、どがんでしょうかね、私の間違いですかね。優良農地で残すところは守って、守って

いないところは除外するか、２種農地、公共投資を投資しても生産性が上がらないところにつ

いては２種農地として確保していくということですね。 

 本当は除外地域を誘導して、さっき言った駐車場とか宅地に誘導するのが原則なんですよね。

ですから、農振地外は本当に必要であるところだけが農振地域に入れて、農振地域か、間違え

ました、農振地域に入れることは今の段階ではやむを得ないと思うんですが、白地地域と農用

地地域に区別などの検討はしていただきたいということで質問しているわけですよね。 

 どうしても高齢化に伴いまして農地を守れない、実際、今の生産性が上がっている甲種農地、

これは優良農地ですかね、甲種と１種農地、それを守っていくために農振地域をどうしていく

か。その中で農用地について、町としてどういう整備をしていくのか、それが振興地域計画の

目的じゃないんですかね。私はそのように認識をしておるもんですからですね。そこら辺で何

も考えていない、協議もしていない、何とかって言われたら質問のしようがないんですけども、

項目別にあるですたいね、農用地の利用計画からずっと町の施策、そういう個々の問題につい

ての検討も何もしていないっていうことになるわけですか。 

 担当者は御存じと思うんですけど、計画の中にいろいろありますね、流動化の計画、それを

どうしていくか。農地が勝手に除外されないように守っていくためにあの計画があるわけです

から。本来的に何も農用地として意味のない土地は白地地区ですね、まあ２種農地と通常言う

んですけども、そういうのに切り替えていくべきじゃないかということで、私は今回あえてま

た、平成22年にも農振の除外関係については質問しまして、昨年もしました。 

 今からＴＰＰ問題で、国が言うような施策は佐々町には向かないと思うんですけども、御存

じのように10ｈａ以上ね、一団としてまとまりのあるのが農用としてまとめていくような国の

指導があるんですけども、その単発性に散在しとる農地については白地にしていくべきじゃな

いかという考えが持っているんですよ。 

 流入人口の増加とか、自由にほかから入ってくるのに土地がない場合は、その人たちの土地

をね、提供するとか、そういう方向の考え方も一つあるんじゃないかと思うもんですから、そ

こら辺について、その設定方針も何も決めていないんですか。その個々の農用地はどうしてい

くか、町の施策はどうしていくか、流動化はどうしていくか、７項目か８項目かあるんですよ。

ここを具体的に計画は立てていないんですか。課長で結構ですよ。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 御質問いただきましたとおり、ちょっと申しましたが、おおむね５年ごとの見直しというこ

とになっておりまして、現在その見直しを行うように準備を進めているところで、基礎調査な

どを行っているところでございます。 

 見直しの方針としまして、主に大新田地区を中心としました集団的な優良農地のほか、国の

補助制度、国の事業を活用している中山間地域等の農地などは除外することはできないものと

いうふうに考えているところです。 

 ただ、しかしながら、近年の問題であります超高齢化社会を迎えまして、その担い手の確保

が難しい現況となっているのも現状でございます。そうした問題を検討しながら、生産性の悪

い中山間地域の農地につきましては、その農家の意見や農業委員会のほう、あと国や農協さん

などの関係機関の意見を伺いながら、見直しという形のほうを検討していきたいというふうに

考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

  

８  番（須藤 敏規 君）   

 教科書どおりちゃんと間違えずに言われたと思いますけどね、それは一般論で文章で書いて

あることですね。 

 要するにその先ほど言われた生産性のない土地っていうのはどういう判断なんですか。私も

少しは勉強してきましたのでわかってますけどですね、10ｈａを基準にして散在しておる土地、

50ｍ以上離れて散在しておる土地は生産性がない土地とかいろいろ書いてあるものですから。

そいけん、基礎調査をしているって言うなら、その基礎調査の内容を教えてください。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 基礎調査の内容につきましては、今現状、農地が何平米ある、しっかりそのうちが元々押さ

えていた分の農地と、現在置かれている状況の部分がですね、間違いないかという形のほうを

今確認しているところで、それを全部合計しますと、佐々町全体の分の農地が今幾らあるとい

うふうな数値が出るような形になっておりますので、それをまとめまして、今から提示をして

いくような形になるものの基礎の分になります。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 ということは、農用地の中の数字的なものを、今まとめている段階ということですね。（産

業経済課長「はい。」）そうしたら、今からはその辺として、外すか外さないか集落を回って、

それから地域の意見を聞いて、それじゃあ今からして今年度中につくるというお考えですか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君）   

 御質問いただきますとおり、一応目標では今年度中にはとは思いますけれども、今の流れで

いきますと少し厳しいところもございますが、目標としましては一応年度内にはできるように

進めたいというふうには思っております。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 目標ですね。先ほどの同僚議員からも目標であってって言われるものですからですね、やは

り中間ですからですね、見直しをしろっていうわけじゃないんですよ、あれからいろんな変動

があっているからですね、中間管理機構が取り仕切るようになったとか、農業経営基盤のほう
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も、農業委員会に町長は権限委譲して権限は向こうに全部やってあるもんでね。 

 そうしたら執行部として、産業経済課として、この農地を守るため権益がないわけですよ。

農協もさほど力を入れて農家を見ないし、そうしたら、どうしようかなと思って、私も農業や

っておるんですけれども、前にも認定農業者のかわりに、それに準ずる認定農業者制度で新し

いのをつくって、大阪府の例を述べたと思うんですけども、そういうのをつくって元気づけさ

せたらどうでしょうかというのを言ったような気がするんですけども。 

 そういうこともあるんですけど、要するに本当につくって生産性の上がる土地は農振地域の

中の農用地にするとこと、それ以外は白地地域か除外にするような検討はできないんですか。 

 ついでに、既に25年に大新田が政策目標で何ｈａかは知りませんけど、外されましたですね、

あそこ、たくさん。その後５年間経っても何もならない。外されたほうはいつか宅地になるか

らいいでしょうしね。縛りをつけたらすぐみんな宅地とか、人口が、佐々に来られる方に対し

てね、今農地でも相談に来て造成されたら、今どこでも売れているんですよ、流入人口といい

ますかね、定住化が進んでいるんですよ。そういう面を考えれば、白地化か除外してやったほ

うが、ほかからの人口が増えてくるんじゃないかと思うんですけど、そういう考えは持てない

んでしょうか。どがんでしょうか、町長。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 農業用地域とそれから白地の地域ということでお話があっております。ただ、やはり我々と

しましても、農業の振興というのはやらなきゃならないと。だから、いろいろな面でその不利

益を被るというもののおそれもあるわけでございますけど、町としてはやはり農業振興の観点

からもある程度の除外は必要か、除外する、できるのかどうかというのは、やはり十分検討し

て慎重に判断すべきではないかと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 農業の振興をすると言われればですよ、政策を打たなくちゃいかんのじゃないですか。農用

地で個人の資産を縛っているんですよ、個人の農用地をね。ほかにさせませんよって言ってい

るんですから。農用地で縛ったところは政策を打たなくちゃいかんとやないですか。圃場整備

率が44％程度しかないって前の計画書に書いてあったんです。そうしたら残りについてはね、

整備しますって書いてあるじゃないですか。そうしたら、担当者もそういう計画を立てて打た

なければ、「農業は主幹産業です。」、いつもおっしゃるから、ああそうでしょうと思うんで

すよ。しかし、何もしなくて主幹産業ですか。どう、いかがなものかなと。今のところはイチ

ゴ、牛、お茶、あと転作、水田の転作として加工用タマネギをつくっておられますからですね、

いいんですけど、そういういろんなものを考えていただいて政策をしていただきたいと思うん

ですけど。 

 そのほかの２種農地、投資しても生産性が上がらないところは縛りをつけてしても結構なん

ですけど、何かする気があればお答えください。農業には今のまま国の政策どおりしていくの

か、今までのとおりするのか、農道とか水路の整備をしていくとか、計画書に書いてあったも

んですからお尋ねしているんですよ。 
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議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 農業の先ほど申されましたように、やはり我々としましては未整備地域とか、地すべりを受

けている地域というのは、やはり状況が悪いということで容易に整備に取り組めないものがあ

ると思いますけど、大規模な圃場整備は私はある程度完了していると。 

 しかしながら、先ほど須藤議員申されますように、農地の集積を推進するということで、や

はり未実施の地域においては、やはり道路とか水路の整備というのは推進して、やはり生産性

の整備というのはやっていかなければならないと思っておりますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 それでは確認します。今の農道、用排水の整備が必要と認識をしていると書いてあるんです

から、やっていくということで考えとっていいんですかね。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 全部予算の範囲内で、できるところからやっていかなければならないと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 次に、公営住宅についてです。これも昨年の９月に一般質問させていただきまして回答をい

ただいております。 

 １つが牧崎団地の外水栓の件をお尋ねしたと思うんですが、調査をして検討していきたいと

いうお答えがあっております。 

それとあわせまして長寿命化のこともお尋ねしたわけですけども、今８年ほど経過しており

ます。おおむね５年程度で見直しをして、どうするかというのをしなくてはならないようにな

っているんですが、その検討状況についてもあわせてお答えをお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 昨年９月の定例会で対応が２件あったと思いますけど、まず１件目の牧崎団地の外水栓の件

につきましては、建設課長のほうから答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

 ２件目の平成23年度に策定されました佐々町公営住宅等の長寿命化の中で、公営住宅の建替
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計画でございますけど、現在、建設課のほうでどの住宅をどの順番で建て替えるのかというの

を計画の見直し作業を進めておりまして、９月までには作業を終えたいと考えておりまして、

これは大変重要な問題でありますので、内容についてはやはり議会に報告しながら、御意見を

聞きながら考えていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 昨年９月の定例会で牧崎団地の外水栓の件につきまして御質問いただきました。回答としま

して、費用等の問題もございますけど、入居者の方が実際どう思っていらっしゃるのか意見を

聞きながら整備かけていきたいということで、検討させていただきたいということで御答弁差

し上げております。 

 結果としまして、入居者の意向を調査しまして、その後必要という回答ございましたので、

遅くなりましたが、本年２月に外水栓がなかった２棟、Ｂ棟とＣ棟になりますが、全部で８戸

の整備を行っているところでございます。 

 また、費用につきましては18万円程度かかっておりまして、思ったより費用はかかっており

ませんでしたので、修繕料で対応させていただいたところであります。よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 わかりました。費用がかからなかったから外水栓の件は完了したということで理解をしてお

きます。 

 見直しについては９月までに決めたいということで、今その建て替えだけじゃなくて、修繕

とか改修とかそういうのもあわせて検討なさっているんですかね。 

 こういろいろ内容を読みますと、各団地の共用とか住棟の供用期間をどうするのか、新規整

備するのか改善事業か、修繕か建て替えか用途廃止かの実施時期とか、それぞれ項目があるん

ですね。費用積算とかいろんな、ずっと読んでいましたら非常に私では難しゅうございまして

計算しきらんだったんですが、そういうのを全体的に１個ずつ検討をして、９月までに出すと

いうことですかね。そうしたら、前の計画の建替計画はチャラになるわけですか。 

 ちょっと持ってきたんですけど、この計画どおりはいかないということですか。525万つか

って、22年度に業者委託してつくってあるんですけど、これが活かされないちゅうことになる

わけじゃないですね。前の計画をそのまま単価費用で洗い直すということですか。またお金を

かけるということですか、ちょっとお尋ねします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 佐々町の公営住宅等長寿命化計画ということで、23年３月に策定させていただいております。

この中身につきましては、年数が古い分につきましては住宅を建て替えていきましょう、まあ
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簡単に言いますとですね。 

 修繕で長寿命化できる分については、なるべく長寿命化して、住宅を管理していきましょう

という形で、長寿命化、いわゆる修繕ですね、大規模修繕につきましてはこの計画に沿って実

施をしているところでございますが、国の補助を活用して実施しておりますので、なかなかそ

の要望額以上つかないという状況でございますので、どうしても実施自体は年度がずっとずれ

込んできております。 

 その長寿命化計画自体につきましては、先ほど言いましたように、この計画に基づいて実施

しておりますが、その建て替えにつきましては、この計画の中では牧崎団地のほうが入ってお

りませんでしたので、と言いますのも当時、21年、22年、23年あたり、２億円ほどかけて単独

で整備事業をやっておりますので、その部分の絡みがございまして、建て替えというような話

にはなっていないという状況になっております。 

 ところが、もう10年も経ちますし、この計画と現状の齟齬がある程度ございますので、そち

らを整理した中で、今後建て替えの部分につきまして検討をさせていただきたいということで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 わかりました。建て替えの分だけするということですね。 

 計画では大分前に建て替えばしなくちゃいかんようになっておったんじゃないかと、間違い

ですかね、思うんですけど、この建て替えについては誰も取り組まなかったということになる

んですか。しやすい修繕とか外壁塗装とかそっちを優先したということですか。それか県予算

配分がつかなかったんですか。よくわからんですが、長崎県に公営住宅の管理の予算が来ます

ね。それから県のあれで配分されるわけですか。その予算のつきぐあいのルールか何かあるん

ですかね、補助金の。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 すいません、大規模修繕、それと建て替えの予算につきましては、その項目自体は別だと私

は認識しておりますが、具体的にちょっと補助事業の内容を私も全て熟知しているわけでござ

いませんで、そちらのほうにつきましてはちょっと確認させていただきたいと思います。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 そうしたらですよ、建て替えするに当たってもいろんなパターンがあるんですね。ほかの県

も見ますと、高齢者に良いように公営住宅の中に１階にスーパーがあったり、お医者さんがあ

ったり、居住と住まいとを一緒にするとか、今までのとおりじゃなくて、いろんなパターンが

国でも何か認めてあるような気がするんですけど。今、長寿命化型っていうのはわかるんです

けどね、安全性確保型とか福祉対応型、居住性向上型っていろいろ公営住宅も建て方があるよ

うなこと書いてあったものですから、そういうところも検討なさっていくのか。ただ単純に前
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あったから住むだけの住まいをつくるのか。 

 できればやっぱり高齢化とかこられますから、そこにスーパーがあったり、病院があったり、

そこだけで生活できるようなパターンの公営住宅をつくるとか、そういう検討もしていただけ

るのかどうかです。いかがですか。 

 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 すみません、今言われた例えばスーパーとか病院とか、いわゆる公共施設が入ったとことか、

佐世保市関係で見ればあると考えておりますが、そこまでの建替計画というのは、まだ具体的

にはこちらのほうも検討しておりませんで、実際のところ、今建て替えで計画しているのは先

ほど町長のほうが回答しましたとおり、どこの団地をどうやってどの順番でやっていくかとい

う部分で今検討しておるところでございます。そちらの御意見もありましたので、そちらの中

も十分検討しながら、今後精査していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 そうしたら、公営住宅ちゅうのはですね、今いくらあるんですかね。600ぐらいあるんです

かね、よくわからんですけども、ストック量ですね、この町として公営住宅に入っている方、

入っている方でも収入超過した人は対象に私はならんと思うんですけど、あと民間の借家とか

アパートにおられる人でも公営住宅に該当する人、計算式があると思うんですけど、幾らと、

まだそれも今から調査するわけですか。ストック量はどのぐらいと見ておられるか、その500

が400になるのか、増えるのか減るのか。民間もたくさん増えてきましたですね、借家も。 

 そういうことでストック量については、佐々町として何戸が公営住宅と適当なのかというの

は、はじめの22年の計画に書いたとおりですか、ストック量の調査がしてあるようなんですけ

ど。また改めてなさるんですか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 建設課長。 

 

建設課長（山本 勝憲 君）   

 公営住宅のストック量ということで御質問でございますけれども、皆さん御存じかもしれま

せんけど、本町の町営住宅というのは他自治体に比べまして非常に多ございます。平成23年度

のこの調査時点では13％ほど、県内の平均が大体６％ほど、大体県の平均の倍ぐらい町営住宅

ございます。現時点でいけば、世帯数が分離しているという関係がございまして、実際のとこ

ろは今10％を若干切っているというような、九点何％だったと思いますけど、それぐらいの数

字になっております。 

 御質問の趣旨は非常に難しゅうございまして、実際どれくらいの公営住宅のストック量が正

しいのかという部分が非常に考えさせるところでございます。 

 実際のところ、県の平均が６％ございますので、そちらの中で大体の目標となろうかなとい
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うことで、今のところは考えておるところでございますけど、佐々町の特性とか、例えば収入

基準とか人口構成とかそういう部分も含めた中で、検討する必要があるのかなということで、

担当課長としては考えております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 そしたら今回の見直しではその点についても検討するということで理解しておけばよろしい

でしょうね。 

 そしてもう１つ、公共施設管理計画だったですかね、その中で前の理事さんですか、スクラ

ップ・アンド・ビルトとか何か使われて、減らしていくということですたいね、公共施設たく

さん持っていてもだめですから、減らさないと財政的に無理になりますよという答弁をいただ

いとるんですけど、やはり住宅についてもやっぱりその考慮した中で、減らしていく考えも考

慮していただけるものか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 公営住宅の管理戸数ということで、建て替え等の進める中ということで、やはり減じるとい

うことですか、そういうこともやはり考えていかなければならないんではないかと思っていま

す。 

 今から高齢化社会、それから若い人口が減るわけでございますので、今先ほど建設課長が申

しましたように、管理戸数がよそに比べてものすごく多いわけですね。そういう中でやってい

くというのは、やはり民間の住宅もたくさん出てきていますし、その中でやはり管理戸数とい

うのは建て替えを進める中でどうするのかというのは考えていかなければならないと思ってい

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 それでは次に、公文書管理と情報開示についてお尋ねをしていきます。 

 現在、財務省が森友学園の決裁文書を改ざんした問題とか、陸上自衛隊の南スーダン派遣で

の文書改ざん問題、加計問題の獣医師学部新設の口利きの問題など、公文書の管理のあり方が

問われて、行政への不信感が増しているようであります。けさも加計学園がテレビで陳謝なさ

っておったような報道を見ました。 

 町政運営の責任者としてこういう事態を、今の課題でございますので、町政の現在こういう

ことがあるのかないか、どのようにこういう問題を対処していかれるのか、町長にお尋ねしま

す。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 
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町  長（古庄 剛 君）   

 公文書の管理、情報開示っていうのは、開示請求があった場合は、開示請求書を受理しなが

ら請求する公文書があるか否かっていうのを、また、公文書の情報開示条例で、第９条で定め

る公開しないことができる文書に当たるかどうか、否かっていうのは確認した上で、公開しな

い文書に当たらない場合は、当該請求書を受理した日から起算して――― 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 そうじゃなくて、国の問題をどうとらえるかっていうのをお尋ねしている。うちの問題じゃ

ない、それを見てうちはどうしなくちゃいけないのか。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 いや、やはり、一応公文書の管理規定によって、やっぱり対処していかなきゃならないと考

えていますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 ということは、今私がお尋ねした国の問題についてはさほど考えてないということで理解し

ておけばいいんですか。重大な問題と私は思うんですよね。御存じのように、前に消えた年金

問題とかＣ型肝炎の書類の紛失とか、何か審議会の議事録の未作成とか、いろんな問題があっ

た経過を踏まえて公文書の管理の法律が国はできました。 

 しかし、地方自治体は34条でこれに準じてつくってくださいよという努力義務で、各市町村

が文書の管理規定をつくっているのが今の現状であります。うちも幸い何か改正をしてあるよ

うでございますけれど、それでやっておられることだと思うんですけども。 

 もう昨日も麻生大臣は若手職員の意識改革の問題だとか、それから防衛大臣は、全ての公文

書を集めて文書管理の知識を高めますとか、要するに職員が悪いということを言うて、自分達

はもう悪くないようなことで結局は職員に押しつけて、今回は終わろうかとしているように見

えたものですから、ちょっといかがなものかと思ってお尋ねするわけでございますけど。 

 まあそれはいいですけど、勤務時間に私は作成してつくる文書はすべて公文書という認識が

あるもんですから、それですから、いろんな新しい政策とか打ち出すときは決裁をもらって文

書を回していくと思うんですけど、それにはいろんなどういう経過で起案したか、経過などの

事案は決裁あるからですね、こういうものについては文書があるだろうと思っているんですよ

ね。私の認識が悪いのかどうか、どんなもんでしょうかね。勤務時間につくったのは、やっぱ

り公務の時間ですから書類はあると思うんですけど、どうでしょうか。公文書じゃないとお考

えでしょうか。個人がつくったのは公文書じゃないんですか、勤務時間につくる文書は。そこ

ら辺の認識をちょっとお尋ねしておきます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務理事。 
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総務理事（迎 雄一朗 君）   

 今御質問いただいた件につきまして、その開示請求があった場合に、その開示請求書を受理

しまして、請求する公文書があるか否か、また公文書が情報公開条例の９条に定める公開しな

いことができる文書に当たるか否かを確認した上で、公開しない文書に当たらない場合はそれ

を受理して、15日以内にその決定して通知するということになっているわけなんですけれども、

この公開・非公開の決定に当たっては、その理由や経過等を示す資料を添付した上で起案して、

決裁の上決定するのが基本ということで考えているわけではございますけども、そういったと

ころを踏まえまして、その公文書であるか否かということになってくるかということで思って

おります。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 ２番目の開示請求のお答えがありよるもんですけん、どうしようかなと。今公文書のことを

お尋ねしておるもんですからですね、まあ、それはそれでよしとして。 

 保存期間の設定について、国が公文書の法律で決めてあるんですけど、うちもつくってある

んですけども、問題になるのは30年、10年、５年、３年、１年だったですかね、上から重要度

の高いものから長く保存しておきなさいということで国が示しているんですけど、佐々町のほ

うもそうなっているようでございますけど、問題はその一般文書の取り扱いが問題ではなかろ

うかと思うんですよね。一般文書、特に会議の報告とか議事録、復命書、調査など、３年から

１年ぐらいの文書についてが、やはり住民の方は出されても、一部開示とかそういうことで迷

われると思うんですよね。 

 そこら辺の保存期間についてはどのようになっているのかなと思いましてですね。一応その

一般文書の記録を残すのか。安易なものは口頭でよいってなっているんですけどですね、新し

く始める事業とかですね、やはり交渉記録とか、それは取るべきじゃなかろうかとは思うんで

すけど、そこら辺についてお尋ねをしておきます。お答えできれば。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 今須藤議員から御指摘がありましたように、やはり公文書というのは、町民の皆さんとの共

有っていいますか、財産っていうことでございますので、やはり説明責任を果たすということ

も町の責任でありますし、町全体でそういう理解と信頼を深めるということも、やはりそうい

うことがありますので、やはり公正で開かれた町政ということでございますので、文書の取扱

規定というのも、やはり公文書の適切な管理は徹底しなければならないと思っていますし、ま

た、行政の意思決定の過程の記録については、やはり先ほど須藤議員が申されましたように重

要性を鑑みながら、やはり可能な限りはやはり記録として残すようにやっていかなければなら

ないんではないかと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 今、保存期間って言われんやったですかね、よかったですかね。 

総務課長。 
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総務課長（中村 義治 君）   

 ８番議員さんが今言われております佐々町でのどのような区分で保存期間を設定しているか

ということでございますけれども、佐々町では文書の保存につきましては佐々町文書取扱規定

で定めております。 

 保存期間の決定につきましては、庶務課長がその課に属する文書の保存期間を定めるように

なっております。それから完結文書の保存期間は、法令等の定めがあるもののほか、次のよう

に保存期間を基準が規定されております。 

 第１種につきましては30年保存ということで、条例、規則、告示に関する文書等、特に重要

なもの、それから20項目ほど該当するものがあります。それから10年保存につきましては、告

示に関する文書で重要なものということで22項目が該当するようになっております。それから

第３種が５年保存となっておりまして、告示に関する文書など16項目に該当するものがなって

おります。 

 それから、先ほど言われました４種というのが３年保存ということで、予算決算及び収支に

関する文書の簡易なものということで11項目が該当するようになっております。それから第

５種の１年保存ということで、先ほどから言われておりますような軽易な往復文書ということ

で、その他１年保存を必要とすると認める文書ということで規定されております。 

 それから、先ほどから言われております国において、平成21年７月に公文書等の管理に関す

る法律が制定されたということで、これにつきましては、政府全体が統一されたルールに基づ

いて公文書の作成管理を行うようになっておりまして、佐々町では先ほどから言っております

とおり、佐々町の文書取扱規定で定めがあっております。 

 それから佐々町におきましては、先ほど言われました４種以下の報告文書とか協議、調査等

の文書の記録については、収受文書のうち起案を必要とせずに単に供覧によって完結するもの

につきましては記録はありませんけれども、今言いました収受しました文書は保存されており

ます。 

 それから後日の紛争等を避けるために、隣の課といいますか、他の課ですけれども、会議等

及びそれから町と他の団体等についての協議経過等につきましては、単なる打ち合わせ程度の

ものの記録は作成しておりませんけれども、重要なものについては記録を作成して保存をして

いるような状況です。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 保存期間はわかりました。町長も町有財産ということと、説明責任で公正・適正な管理をし

ていかないとということは認識なさっておるようでございますので、ひとつその方向で周知徹

底をお願いをしておきたいと思います。 

 次、開示請求に当たって町の対応はどうしているのかということ、さっき総務理事のほうか

ら回答があったわけですが。町のホームページに佐々町情報公開制度の実施状況ということで、

１年後は異議申し立てができるようになっておりますので、翌年度からの分がずっと載ってお

りました。 

 ここに公開については全部、部分、それから非公開、不受理、拒否、不存在、取り下げとい

ろいろ項目があるんですけれども、どのような判断でそれぞれ、情報公開条例の関係も先ほど

聞きましたけども、全部は結構でございますので、部分公開とか不受理とか拒否とか不存在、

不存在というのはどういうことかですね、不存在というのは書類を作成していないから不存在
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というのか、つくらなくていいから不存在というのか、そこら辺について判断をどうなさって

いるのか、判断をどういう決定をなさっておるのか回答をお願いいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 ただ今言われました一部公開ですけれども、これにつきましては、公文書の部分公開という

ことでございまして、先ほど町長のほうも言いましたけれども、公文書につきましては原則公

開が理念になっておりますので、それに基づいて公開するわけですけれども、公開の適用除外

事項に該当します、今言いました適用除外といいますのは、条例にあります９条関係ですけれ

ども、個人情報とか何かある部分を指しておるわけですけれども、それ以外を公文書であって

もその情報を部分的に容易に公開、その趣旨を損なわない程度に分離できるときには、非公開

部分を除いてですね、公開するというのが一部公開というふうになっております。 

 それから非公開というのは、先ほど言いました公開をしないことができる公文書ということ

で、第９条に書いてあります１項から８号までに該当する文書は非公開ということで、公開を

しないという文書になっております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 そうしたらですよ、情報公開条例で定めてある行政文書、公文書ですか、それと文書取扱規

定で定めてある公文書は同一という認識をしておけばよろしいんでしょうか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 

 

総務課長（中村 義治 君）   

 今言われましたとおり、同一ということで結構です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 そうしたらですよ、やはり情報公開条例の９条ということをよく聞きます。この文書につい

て公開するかどうかを判断しているということですね。そうしたらば３年か５年かして廃棄が

決定しますですね、廃棄は総務課長がなさるかどうかわかりませんけども、そうした場合に公

開する、情報公開条例になっておるものですから、町長として公開していいことになれば、そ

の廃棄する文書について公開するお考えはあられるかお尋ねします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務課長。 
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総務課長（中村 義治 君）   

 今８番議員が言われます文書がどのような部分の文書になるかわかりませんが、今言います

経過期間が来た分について、請求者から請求があれば、期限が過ぎたものについては公開がで

きるものと考えております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 公開ができるってなっておるもんですから、今時点で、町長で公開する意思があるかどうか

をお尋ねしておるんですけれども。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 議員が先ほど、今総務課長が言いましたように、過ぎている部分については現状としても公

開できるのではないかと思っていますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 それでは廃棄する前に公開するということで認識しておけばよろしいですね。 

 それからですね、やはりいろんな今の文書管理等、情報開示を質疑しているんですけども、

やはりこれは住民に説明責任を果たさなくちゃいけない、皆さんの町民の共有の財産であると

いう、町長もそうおっしゃっておりますので、やはり一体的なものだと思うんですよね。です

から、改めまして行政の意思決定の文書、それから保存文書の整理、移管のあり方、廃止のあ

り方をですね、庁内でよく検討して、住民に理解を得られて、行政の信頼を得るように期待を

しておきます。 

 ということで最後になりますが、行政体制のあり方ということで。重要施策の検討及び調整

する理事会規則というのがつくってございますが、理事会、課長会の開催状況はどうなのかと

いうことと、本当に機能的な体制となっているのかということで、あわせて御回答をお願いい

たします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君 ）   

 総務理事。 

 

総務理事（迎 雄一朗 君）   

 理事会につきましては、政策調整推進会議として規則に定めておりまして、佐々町の重要施

策の検討、調整を図ることを目的としております。理事会は町長、副町長、教育長、理事、会

計管理者で構成されておりまして、定期で開くか町長が必要と認める場合において、その都度

開くことがされていますが、近年は開催していない状況でございます。 
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 また、課長会につきましては、理事会において決定された重要施策について、その推進を図

るために必要と認める場合、課長会を開くことができるとしておりまして、必要に応じて開催

しております。 

 今後ともこのような会議の開催を通じまして、重要施策の推進につなげていきたいと考えて

おります。 

 平成29年度は、課長会を７回開いたところでございますけども、平成30年度は１回の開催と

いう状況でございます。 

 以上でございます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 必要だから町長、前の町長なんですけどね、つくられたんですよね、重要施策の各課間の連

絡をとって施策を推進していくということでつくられたと思うんですけども、総務理事に来ら

れてから申し訳ないんですけど、機能的に運営しているのかとお答えしてもわからないと思う

んですけど、やはりこれは町長さんに答えとってもらわんば、これから十分に活用していくと

いうのでも答えてください。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 理事制度ができて、ちょっと私も何年かわからないんですけど、総務理事と事業理事、これ

は事業関係をまとめるのが事業理事、それから総務関係をまとめてやるのが総務理事というこ

とでお話を聞いておりまして、そういう中で今やっているわけでございます。 

 やはり置かない期間もあったし、置いている期間もあるということで、いろいろそのときに

よって変わっているということで大変申し訳なく思っていますし、やはり十分機能していない

のではないかと思っております。 

 私もそういうことで、やはり総務理事、事業理事を機能するようにですね、十分働かせて、

私、それから副町長、教育長共々ですね、やっていきたいと考えておりますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 そのように頑張っていただきたいと思うんですけど。ということで、やはり重要施策の会議

決定とかということで、当然会議録は作成されていると思うんですけど、作成されているんで

すかね。情報公開とかあれば、施策に関係があるから公開・非公開は別にして、作成されてい

るのかどうかお尋ねいたします。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 総務理事。 
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総務理事（迎 雄一朗 君）   

 基本的には会議録は作成しております。 

 以上です。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 作成しとってないとね、ローマの洋画を見たときですね、歴史を語る上にこう書きとめてお

けっていう洋画を見たことがあるんですよね。やはりどういう政策で世の中が変わってきたっ

ていうのを記録をするためにも、会議録とか記録は必要だと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 それから規則の中で、第７条ですか、理事の分掌事務は町長が別に定めるってあるものです

から、現状を見ますと各理事さん、どうしていいのか決裁権限がなくて困っておられるもので

すから、やはり事務分掌事務を重要事項の、参画して口を出せっていうことが規則に書いてあ

るんですね。しかし何を主体的に主に指導するか、課長がおりながらその同じ仕事をしなさい

っていったら、課長はいらないのではないかって今度は私言いますからですね。 

 以前は、理事兼何とか課長ということで、その課長の範囲の中で一緒になさっておったから

問題なかったと思うんですが、今回はフリーな形でつくっておられますから、これだったら改

めて今、理事の仕事を、権限ですか、町長の権限の一部委任ということで、決裁規定にはそれ

ぞれあるんですよね、副町長の、町長の権限の委任事項、会計管理者にはこれをしなさい、課

長さんの共通事項はこれですよ、企画財政課長はこれですよ、総務課長、ずっと文書管理規定

で書いてあるものですから、ないのは理事さんだけなんですよ。どんな仕事しても責任とらん

でもよかごた体制になっておるものですから、権限もなし、責任もなしっていうのは、この少

ない職員の中でどうかなあと思うもんですから、町長がこの規則に書いてあるとおり、町長が

定めた事務分掌に基づき課等を指揮監督するってなっておるもんですから、やはり課長会、理

事会、町長などと協議して、本来、政策を進めるためには理事にはこれをしてほしいというの

があるはずですから、それを権限を一部でも委任していただければなあと思うんですけど、い

かがなものか。 

 ほかの市町村等を見たらですね、請負、委託事業に関することの金額の問題がありますから、

それの決裁権をやるとか、要するに物品のをやるとかですね、それから補助金等に関すること

ということで、金額の問題もあるんですけどそれをやるとか、あとさっき言いました情報公開

に関することとか、あと新しくできた保有個人情報とか特定個人情報の、どこがするかわから

ないです、これ今言いよるのは全部町長さんの責任で全部書類回ってきよると思うんですけど、

それをしなくちゃいかん。損害賠償とか和解に関すること、それを理事さんが責任持ってする

とか、そういうとを再度検討をなさってする考えはないのかどうか。 

 要は理事の規定をつくっていただきたいということです。別に定めるってなっておるもので

すから、訓令とか要綱とか告示とか。通常、小さいことはいいですけどどうでしょうか。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 理事の制度を今条例上はつくっているわけでございますけれども、何か総務理事、事業理事

も置かなかった時期があるわけですね、議員も御存じのとおり、置いたり置かなかったりして
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いるものですから、そういう事務分掌といいますか、分掌事務というのがやっていなかったと

いうことですね。 

 今後はそういうことで十分中身について、事業理事、総務理事の仕事の内容、事務分掌につ

いて、よその市町村も参考にしながら検討をさせていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 ８番。 

 

８  番（須藤 敏規 君）   

 それでは、やはりそれぞれ役職があって、町長以下、名前がついとるもんですから、権限と

責任の名において決裁規定の整備を切にお願いして、私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

議  長（淡田 邦夫 君）   

 以上で、８番、須藤敏規議員の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会といたします。お疲れさまでした。 

 

 （15時50分  散会） 

 


